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（１） 計画の趣旨 

  新市建設計画は、マキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町および新旭町の合

併後の新市を建設していくための基本方針を定めるとともに、これに基づく建設計画

を策定して、その実現を図ることにより、６町村の速やかな一体化を促進し、地域の

さらなる発展と住民福祉の向上を図ろうとするものです。 

 

（２） 計画の構成 

  本計画は、新市将来構想素案を基に新市を建設していくための基本方針、それを実

現するための主要事業、公共的施設の統合整備および財政計画を中心として構成しま

す。 

 

（３） 計画の期間 

  本計画の期間は、合併が行われた日の属する年度およびこれに続く２０年度（平成

１６年度から令和６年度）とします。 

 

（４） 住民意見の反映 

  新市建設計画は、新市建設計画策定委員会の提案と６町村住民の意見を尊重し策定 

します。 

 

（５） その他 

  新市建設計画の基本方針を定めるに当たっては、将来を見据えた長期的視野に立つ

ものとします。また、新市の財政計画については、健全な財政運営に努め、地方交付

税、国や県の補助金、地方債等の依存財源を過大に見積もることのないようにするも

のとします。  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

序章 計画策定の方針 
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１．高島地域６町村の概況 
 

（１）位置と地勢 

 高島郡６町村（以下「当地域」という）は、滋賀県の北西部に位置し、総面積は約 511 

ｋ㎡、総人口は約 5 万５千人を擁しています。当地域の東部は琵琶湖に、南西部は比良

山地を境に志賀町と大津市および京都府とに、北西部は饗庭野、野坂山地を境に福井県

に接しています。気候的には日本海側に近いことから冬季の寒さは厳しく、積雪量の多

い日本海型気候となっています。また、秋季には「高島しぐれ」と呼ばれる降雨がしば

しばあります。 

 

（２）沿革 

 琵琶湖の周囲に人が住みつくようになったのは、縄文時代の初期であったことが、湖

岸の平野部や湖底の遺跡から伺えますが、水利に恵まれた湖畔であったことから、人が

住みつきやすい環境にあったことが容易に想像されます。 

 新旭町の針江遺跡群などから弥生時代の遺跡も発見されており、古くから農業を中心

とした集落が形成されていました。また、古墳時代には、高島町の鴨稲荷山古墳から新

羅の影響を強く受けた副葬品が出土したことなどから、新旭町の南部から高島町鴨にか

けて安曇海人族など大陸系渡来人が活躍していたことが伺えます。 

古来より当地域は京都・奈良の都と北陸を結ぶ交通の要衝として栄え、中でも陸上交

通は比叡・比良山麓を湖畔に沿って走る西近江路や、塩漬けされた鯖を運搬する街道で

あったことから鯖街道と呼ばれる若狭街道が主となり、これらの街道と大津方面への湖

上交通の拠点である港町や宿場町として栄えてきました。代表的な港町として当地域で

はマキノ町の海津、今津町の今津が西浅井町の塩津とともに湖北三港として発展しまし

た。 

江戸時代には、安曇川町に生まれ、独自の心学を形成し、日本における陽明学の祖と

呼ばれた近江聖人中江藤樹等の人材を輩出した地でもあります。 

 

（３）交通 

当地域には、国道 161 号、303 号、367 号があり、国道 161 号が京阪神地域・北陸地域

を結び、国道 303 号が福井県上中町、さらに国道 367 号が大津市・京都市を結んでいま

す。また、主要地方道として、小浜朽木高島線、太田安井川線などが走っているほか、

琵琶湖岸を周遊する湖周道路などの一般県道や町村道があります。 

公共交通では、鉄道についてはＪＲ湖西線が昭和 49 年の開通以来、住民および当地域

を訪れる人々の交通手段として重要な役割を果たしてきました。 

第１章 高島地域６町村の特性と課題 



 - 3 -  

バス交通は、ＪＲバス、近江バス、江若バス、湖国バス、京都バスが運行されていま

すが、自家用車の利用増加などに伴いバス利用者が減少し、そのため、その多くは自治

体による自主運行バスとなっています。  

今後、琵琶湖環状線の実現や望ましい規模の定住人口の確保、当地域の交流人口増加

のためにもＪＲ湖西線の増便とバス交通の充実が期待されています。 

 

（４）人口 

 平成 12 年の国勢調査における当地域の人口は 55,451 人で、平成 7年との比較では約

2.0％の増加となり、県総人口（1,342,832 人）に占める比率は 4.1％となっています。 

人口の推移を町村別にみると平成７年と比較して今津町、朽木村、高島町、新旭町が

増加となる一方、マキノ町、安曇川町は減少となっています。 

年齢別人口の構成比において、平成 7 年と平成 12 年との比較でみると、15 歳未満の

年齢層が減少し、65 歳以上の年齢層が増加していることから、平均寿命の伸び、出生率

の低下、若年人口の流出等を背景に少子高齢化が急速に進展していることが伺えます。 

  □人口の推移                                          単位：年・人 

 平成 2年 平成 7年 平成 12年 

マキノ町 6,403 6,377 6,210 

今津町 12,855 13,190 13,921 

朽木村 2,616 2,603 2,625 

安曇川町 13,836 14,624 14,489 

高島町 6,517 7,012 7,138 

新旭町 9,805 10,563 11,068 

当地域 52,032 54,369 55,451 

県：総人口 1,222,411 1,287,005 1,342,832 

                                          資料：国勢調査 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□年齢別人口の構成比                              単位：％ 

15.7

17.9

19.4

62.0

62.8

64.0

22.3

19.3

16.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成12年

平成7年

平成2年

0から14歳

15から64歳

65歳以上

 

資料：国勢調査  
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（５）産業 

  当地域における平成 12年の就業人口は 27,486 人で、平成 7年に比べると 692 人減少

しています。 

就業別にみると、第 1次産業就業人口は大きく減少傾向にあり、就業者総数に占める

構成比は平成 2年の 10.7％から平成 12年には 6.8％となっています。 

逆に、第 3 次産業の就業者総数に占める構成比は、平成 2 年の 48.4％から平成 12 年

の 55.1％と増加しており、全国的な傾向と同様に、第 1次産業人口が減少し第 3次産業

人口が増加している状況にあります。 

第 2 次産業就業者の平成 12 年の就業者総数に占める構成比は 38.1％で、就業者数は

減少傾向にあります。 

 

     □産業別就業人口の推移（15歳以上、常住地による）            単位：人・％ 

年次 総数 
産業別 構成比 

第 1次 第 2次 第 3次 第 1次 第 2次 第 3次 

平成 2年 27,078 2,887 11,077 13,114 10.7  40.9  48.4  

平成 7年 28,178 2,676 10,936 14,566 9.5  38.8  51.7  

平成 12 年 27,486 1,871 10,470 15,145 6.8 38.1 55.1 

                          資料：国勢調査（但し分類不能産業は含んでいない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）主な地域資源 

 当地域は古来より北陸と日本の都を結ぶ地域として、若狭街道や西近江路の要衝であ

ったことから、鴨稲荷山古墳を始めとする遺跡、白鬚神社などの歴史ある神社仏閣が多

く、歴史文化資源に恵まれています。 

また、日本における陽明学の祖といわれる中江藤樹など著名な学者、文人を輩出して

いることから、その功績を伝える施設も整備されています。 

一方、地域資源である恵まれた自然環境を活かした西びわ湖ペーロン大会、びわこミ

□産業別人口の構成比                       単位：％ 
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ニトライアスロン大会などのイベントが開催され、京阪神地方などからの観光客も多く

見られます。               

また、スキー場や水泳場が立地するとともに、「マキノサニービーチ」「マキノピック

ランド」「マキノ高原」「家族旅行村ビラデスト今津」「グリーンパーク想い出の森」「び

わ湖こどもの国」「ガリバー青少年旅行村」「新旭風車村」「水鳥観察センター」など、地

域資源を活かした多様な施設も整備されています。 
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２．高島地域の基本的課題 

 

（１）高島地域の特性 

 高島地域の概況を踏まえて、その地域特性を要約すると次のとおりです。 

 

①古代からの交通の要衝 

・古くより畿内と北国とを結ぶ交通の要衝として栄えた。 

・特に、西近江路が海津から敦賀・越前方面へ、九里半街道（若狭街道）が今津から

若狭方面へ、それぞれ通じており、海津、今津は、琵琶湖を活用した湖港として重

要な役割を果たした。 

・また、南の勝野津も水陸の交通の要所として栄え、近世の大溝港として発展した。 

②多角的な経営地域 

・当地域は、琵琶湖に面することから、古くより漁業を発達させるとともに、琵琶湖

周辺は農業生産力にも恵まれた。また、これらに加えて、綿織物や扇骨業等の地場

産業も発達させてきた。 

・このような多角的な経営基盤により地域経営を行なってきた経験は、現在も生き続

けており、近年では大都市地域からの企業誘致や大都市住民を対象とした観光・交

流産業を育成して、地域の活性化に取り組んでいる。 

・しかし、経済社会のグローバル化の進展やバブル経済崩壊後の厳しい経済状況等も

あって、地域の経済基盤は弱まりを見せており、雇用の拡充や若者定住に対する地

域住民の意向には強いものがある。 

③豊かな自然環境と人材を育む風土 

・当地域は、前面の琵琶湖とその周辺に広がる田園地帯、その背後に展開する里山・

森林によって構成され、豊かな自然環境の地域を形成している。 

・そうした自然環境と歴史的風土の中で、儒学者中江藤樹や浅見絅斎をはじめとする

多くの人材を輩出してきている。 

④大都市地域と近接性の向上 

・ＪＲ湖西線の輸送力増強、新快速の運行により、当地域と京阪神大都市地域との時

間距離が大幅に短縮された。また、平成１８年秋には北陸本線長浜駅～湖西線永原

駅間の直流化による琵琶湖環状線の実現も予定されており、北陸地方や中京大都市

地域との連携も強化されようとしている。 

・また、国道１６１号、３０３号、３６７号などの幹線道路網の整備も着々と進めら

れ、大都市地域やその周辺地域との近接性はますます高まりつつある。 
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（２）高島地域のまちづくり上の課題 

 高島地域の概況と地域特性を踏まえて、まちづくり上の課題を整理すると、およそ次

のように要約されます。 

 

 

・当地域は、琵琶湖と田園・市街地、森林・里山等で構成される豊かな自然環境を有

しており、そのことが地域住民のアイデンティティ（独自性）ともなっている。し

たがって、その豊かで魅力的な自然環境を保全していくことが、基本的な課題とな

っている。 

・その自然的・田園的環境を保全していくためにも、廃棄物の減量化、リサイクル等

を中心とする循環型社会を形成していくことが必要となっており、その先進的な地

域としての役割を担っていくことが求められている。 

・このような自然環境の保全と循環型社会の形成は、当地域において諸計画を展開し

ていく場合のベースとなるものであり、地域を特色づけるものでもある。 

 

 

・当地域は、県内でも高齢化率の最も高い地域となっており、その趨勢を見ると今後

一層高齢化率は高まっていくことが予測される。また、若者の定住化が進まなけれ

ば、少子高齢化の影響も受けて、やがては地域人口も減少していくこととなる。こ

のため高齢者の社会経済活動等への積極的な参加の機会を増やすとともに、とりわ

け若者定住を促進し、人口および年齢構成の安定化を図っていくことが重要な課題

となっている。 

・若者定住を促進していくには、豊かな自然環境を最大限に活かしつつ、生活環境や

情報基盤、教育・文化施設、医療・福祉施設等の定住環境を整備・充実していくこ

とは勿論のこと、魅力的な就業の場を創出していくことも重要な課題となっている。 

 

 

・地域の経済基盤を整備・充実していくことは、現在も重要な課題となっているが、

若者定住を促進していくことも含めて考えると、今後一層重要な課題になっていく

ものと思われる。 

・当地域は、農林漁業や地場産業を中心に発展してきたが、近年は交流産業への展開

を図り、多角的な経営地域の形成に努めてきた。特に、近年各地域で展開されてき

た交流拠点施設づくりは注目されているところである。 

・しかし、そうして展開してきた多角的な産業経済基盤の整備も、現段階では地域所

得を向上し、若者に魅力的な就業の場を提供するまでの発展段階には至っていない。 

・当地域の特性や国際間での立地条件等から、従来型の企業誘致方式は難しい状況と

なっている。 

・したがって、交流産業を改めて当地域の主導的な牽引産業として位置づけ、これま

で進めてきた交流産業の抜本的見直しを行い、地域所得の向上と若者就業に結びつ

①豊かで魅力的な自然環境の保全と循環型社会の形成 

②若者定住の促進による人口および年齢構成の安定化 

③交流産業を中心とした多角的な産業経済基盤の強化 
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く新たな発展方向を追求していくことが、現実的で望ましい方向と考えられる。 

・そのためには、大都市地域住民にとって、自然豊かでより魅力的な地域を形成して

いくとともに、地域の農林水産物をベースとした新商品開発、生産組織や加工製造

業の育成・導入、新たな情報・サービス業の展開等々を積極的に推進し、交流活動

をより一層発展的に推進していくことがきわめて重要な課題となっている。 

 

 

・地域の経済力を強化することと同時に、合併を機に一つの都市としての基盤と仕組

みをつくり上げていくことが必要となっている。 

・当地域は、前面に琵琶湖があり、琵琶湖沿いの平坦地に市街地と田園地帯が広がり、

その背後に里山と森林が展開するといった地理的条件を有しており、それらが連な

る各地区の都市構造となっている。 

・この都市構造は、中心となる都市の周りに複数の都市が展開するものとは基本的に

異なるものであり、一極集中型の都市構造にはなりにくい特色を持っている。 

・このため、一体的な都市づくりとはいえ、どこかの都市を中心にして一極集中型の

都市構造をつくり上げていくのではなく、複数の都市核が機能を分担する「多核連

携型の都市構造」の実現をめざした都市づくりを推進していく必要がある。 

 

 

・一体的な都市づくりとともに、都市内外を結ぶ広域的な交通ネットワークを強化し

ていくことも重要である。当地域は、歴史的に見ても京都・奈良方面と日本海方面

とを結ぶ交通の要衝として古くから人・物・情報の交流を行い、それによって地域

経済を活性化してきたところであるが、近年は、道路網や鉄道網整備の立ち遅れか

ら、とりわけ交流産業を進めてきた当地域は大きな影響を受けてきている。 

・このため、京阪神圏や中京圏、日本海地域、更には県内各地域との交通ネットワー

クを強化していくことが必要となっている。特に、琵琶湖環状線の早期実現による

ダイヤの充実など、当地域内外を結ぶ交通ネットワークの整備充実と交通利便性の

向上が重要な課題となっている。 

 

 

・上記のような定住環境の整備・充実、産業経済力の強化、一体的な都市づくりを総

合的に推進し、結果として豊かな市民生活が実現するとともに、市民が誇りを持っ

て暮らしていくことが出来る都市をつくり上げていくことが必要である。 

・そのためには、定住環境や産業経済や都市基盤の整備・充実だけではなくて、地域

固有の文化を高めていくことが求められる。当地域は、今日までに多くの賢人を輩

出した地域でもあり、数多くの歴史文化遺産もあって、特色ある地域文化を醸成し

ていく土壌には優れたものがある。これらを背景にしながら、特有の地域文化を創

造し、アイデンティティ（独自性）の高い都市づくりを進めていくことも重要な課

題となっている。 

④多核連携型で一体的な都市づくり 

⑤京阪神圏・中京圏や日本海地域等との交通ネットワークの強化 

⑥豊かな市民生活の実現と地域アイデンティティの強化 
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社会的潮流 

 近年の社会的な潮流、つまり世の中の動き、流れを次に整理しています。 

 

（１）住民と行政のパートナーシップ 

近年、行政を介さない自発的な取り組みとして、自治会活動によるまちづくりなどに

加え、民間非営利組織であるＮＰＯとの協働が重要課題として位置づけられています。 

パートナーシップ型地域運営は、これら民間セクターの英知と実行力を公共的サービ

スの供給システムに取り入れていくことであり、そのことが住民の自己決定を拡充する

ことにつながります。同時に、行政のスリム化という効果も期待できます。 

新しいまちづくりを進めていくためには、住民の視点でまちづくりを考えていくこと

が必要です。また、活力を取り戻すためには住民の創造力をどう活かすかが時代の課題

でもあります。 

住民組織の設置による取り組みやさまざまな分野で芽生えてきているボランティア活

動、市民活動を中心に、それぞれ培われてきたまちづくり手法を一層発展させ、住民が

計画段階から積極的に参加していくなど、それぞれが果たすべき役割を確認しながら、

住民と行政との協働によるまちづくりを進めていく必要があります。 

 

（２）少子・高齢化 

急激な少子化と高齢化に伴い、地域活力の衰退や町村の財政基盤の悪化が懸念されて

います。特に、高齢化の急激な進展に伴い保健、医療、福祉などの行政需要が増大する

ものと予想されています。 

こうした高度で多様な行政サービスが要求される少子高齢社会に対応するため、行政

規模のスケールメリットを活かした組織体制づくりを進めていく必要があります。 

また、若い世代が安心して子供を生み、育てられる環境をめざし、子育てに対する社

会的支援を充実させるとともに、高齢者が明るく、生き生きと暮らせるよう、健康と生

きがいづくりのための施策を展開していく必要があります。 

 

（３）環境問題 

環境問題は、人々の暮らしを大きく左右する重要な課題です。 

当地域でも、琵琶湖の藻の繁茂やごみの散乱等から水質等への悪影響が心配されてい

ますが、環境保全に対する積極的な活動意欲が高まっており、環境ＩＳＯ取得への取り

組みや住民の環境保全やリサイクル活動などが積極的に進められています。 

地域の貴重な資源である美しい水と緑の環境を守るため、自然との共生社会に向けて

の学習、意識啓発を進めるとともに、住民・事業者・行政が一体となって、ダイオキシ

第２章 地域を取り巻く動向  
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ン対策やリサイクル・省エネルギーの推進、新エネルギーの導入など、環境への負荷を

低減する社会システム（循環型社会）の構築を図っていく必要性が高まっています。 

 

（４）国際化 

今日の急速な技術の発展と、国家の枠を越えた経済の結びつきの強まりにより、人・

物・情報の流れは、地球的規模に拡大されています。 

このような中で、諸外国との交流は、地域レベル、草の根レベルの交流に広がってい

ます。 

様々な交流を通して、異文化の理解等諸外国との相互理解を一層推進するとともに、

豊かな国際感覚を身につけ、新たな文化を創造する住民を育み、住民レベルの国際交流

や国際協力を支援するとともに、訪れる外国人にもやさしく対応ができる体制づくりを

進めていくことが求められています。 

 
（５）高度情報化 

高度情報化社会が進展し、そのメリットを住民誰もが享受できる社会をめざし、活力

ある地域社会の形成や真にゆとりと豊かさを実感できる住民生活を実現していくことが

求められています。 

そのため、情報通信サービスの受け手であり情報の発信者である住民の視点に立った

高度情報化を推進していく必要性が高まっています。 

また、地方分権、行政改革、情報公開、広域化等に対応した住民サービスの向上と効

率的で透明な行政を実現するため、行政の高度情報化を推進していく必要があります。 

 

（６）地方分権 

平成 12 年 4 月に地方分権一括法が施行され、地方分権が具体化する中で、住民に最も

身近な行政主体である市町村には、自己決定、自己責任の原則のもと、今後、ますます

高度かつ多様な行政サービスの提供が求められています。 

このような中で、政策立案能力が重要となることから、企画部門の充実や専門的人材

の育成など、地方分権に対する適切な受け皿づくりを進めていかなければなりません。 

また、住民参画のもと、創意工夫により地域に根ざした施策が実行できるよう、自主

性および自立性を高め、地域の特色を活かしたまちづくりを進めていくことも必要とな

っています。 
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１．合併の効果 

 市町村合併の効果については、一般的には概ね次のように言われています。 

 

（１）住民の利便性の向上 

 ・利用が制限されていた他の市町村の公共的施設が利用できる。 

 ・旧市町村界を超えた見直しにより、生活の実態に即した小中学校の通学区域の変更

ができる、など。 

 

（２）サービスの高度化・多様化 

 ・小規模市町村では設置が困難だった部局の設置が可能となり、多様で個性的な行政

施策の展開が可能となる。 

 ・採用が困難または十分に確保出来なかった各種専門職員の採用・増強を図ることが

でき、専門的かつ高度なサービスの提供が可能となる、など。 

 

（３）重点的な投資による基盤整備の推進 

 ・重点的な投資が可能となり、地域の中核となる水準の高い施設の整備や大規模な投

資を必要とするプロジェクトの実施が可能となる、など。 

 

（４）広域的観点に立ったまちづくりと施策の展開 

 ・広域的な視点に立って、まちづくりをより総合的・効率的に考え、実施することが

できる。 

 ・環境問題や水資源問題、観光振興等広域的な調整や取り組みを必要とする施策を有

効に展開できる、など。 

 

（５）行財政の効率化 

・総務・企画等の管理部門の効率化が図られ、職員数を全体的に少なくすることがで

きる。 

・三役や議員、各種委員会や審議会委員等の総数が減少し、経費を節減できる。 

・各種の公共的施設が効率的に配置され、類似施設の重複が避けられる、など。 

 

（６）地域のイメージアップと総合的な活力の強化 

・より大きな市町村の誕生で、存在感が増すとともに町村が市になることによりイメ

ージアップにつながる。 

 ・地域の総合力が向上し、全体的な成長力や苦境を乗り越える力が強くなる、など。 

 第３章 合併の効果 
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２．高島地域で期待される合併の効果 

 

（１）豊かな自然や地域資源の活用と役割の強化 

 当地域の特徴である豊かな自然環境を活かし、大都市にはない、自然と調和したアメ

ニティ豊かな生活環境を整備していくことが強く求められています。 

６町村ではこれまで、「マキノ高原温泉さらさ」「マキノピックランド」「家族旅行村ビ

ラデスト今津」「グリーンパーク想い出の森」「びわ湖こどもの国」「ガリバー青少年旅行

村」「新旭風車村」など、地域資源を活かした多様な施設や都市基盤の整備が行われてき

ました。 

これらの施設・拠点を自然との共生をテーマにした新しい機能の整備・誘導や、ネッ

トワーク化や連携・共同事業等により広域的ニーズに対応した施策の充実が必要となり

ます。 

新市においては、地域の特色や魅力を積極的に活かしていくことや新市都市機能の強

化による重点的な投資や基盤整備とともに、広域的な役割分担・ゾーニングなどによる

まちづくりをより効果的に進めていくことができるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）利便性やサービスの高度化・多様化 

住民が快適に安心して暮らせるための多角的な生活環境の整備や少子高齢化の進展に

よる保健・福祉分野等でも高度で多様な需要が高まってきています。 

新市においては、行財政基盤の強化によりこれらのサービスの高度化や多様化への対

応がより可能となり、町村境を越えた一体的な視点に立って住民の利便性向上のための

事業運営や施策の展開を図っていくことができます。 

また、多様な生活スタイルや地域課題に対応した利便性の高い生活環境を実現する道

路・交通の整備に努めるとともに、地域情報化ネットワークシステムを整備し、各機関

での情報提供やインターネット等により住民と行政とのコミュニケーションを促進する

ための住民と行政との双方向システムの構築を図ることもできます。 

 

 

 

 

 

①広域的視点に立った道路や公共施設の整備 

②観光土地利用…地域特性に基づくゾーン区分とゾーン別整備 

・素朴で美しい自然体験ゾーン、歴史・文化の学びゾーン、街並み散策と再発見ゾー

ン、憩いと潤いのリゾートゾーンなど。 

③核事業計画…地域の特性に合わせた事業展開を推進 

 

①インフラ整備と地域間を結ぶネットワーク整備 

・広域循環バスの整備、充実 

・行政ネットワークサービスの住民への活用推進 

②地域ネットワークを活用した情報サービスの充実 

・ネットワークを活用した各種届出・申請・予約手続きの実施や行政情報・データ等

の提供 
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（３）住民、企業、行政の協働による総合的な活力の強化 

まちづくりは、主役となる住民や民間の活力、創造・工夫を活かせる機会を拡充し、

住民、企業、行政がそれぞれの役割分担や相互理解のもと、責任と良好なパートナーシ

ップによる取り組みが求められています。 

そのために、住民、民間団体、ＮＰＯなどの参加、協力を促し、多様な産業活力の創

出等、地域の発展のための連携、共同体制を確立していくことが必要です。 

新市においては、住民、企業、行政の協働による活力と、合併により拡大するマンパ

ワーやノウハウとにより、将来の社会経済等の環境変化に対応できる総合的な活力を強

化し、自立と創造性のある都市づくりを進めることが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域の存在感やイメージの向上 

②コミュニティ推進による活力ある都市づくり 

③非営利活動団体等への支援 

④企業の定着や若者の定住 

⑤産業構造の高度化と多角的展開の促進 

⑥新産業の育成および起業支援等による雇用・就業の場の確保 
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１．まちづくりの基本理念 

 

合併によって誕生する新しい市にとって、将来目標をどのようなものにしていくかは、

きわめて重要な問題です。その基本的な考え方を示すものが「まちづくりの基本理念」

です。 

高島地域６町村は、これまでに見てきたように、琵琶湖と田園・市街地、森林・里山

等が一体となって醸し出す豊かな自然環境と古くより発達した固有の歴史文化や風土を

有しており、そうした優れた環境の中で農林水産業や地場産業、交流産業等を多角的に

展開し、特色ある生活文化圏を形成してきました。 

しかし、２１世紀を迎えて、地方分権、少子高齢化、高度情報化への対応、経済のグ

ローバル化、循環型社会の構築など、時代の転換期ともいわれる大きな社会経済的な変

化が進展しています。 

このような中で、それぞれの自治体においては、中央追随型の画一的なまちづくりで

はなく、それぞれの地域の歴史的背景や地域特性を活かして、自立的で個性あるまちづ

くりを推進していくことが求められています。 

高島地域においては、これまでにもそのような視点から、さまざまな施策を推進して

きたところですが、時代の転換期を迎え、また合併という地域の大変革期にあたり、新

たな視点も導入してまちづくりの目標を再構築するとともに、豊かな市民生活の実現に

向けた積極的な施策展開を図っていかなければなりません。 

とりわけ、これからのまちづくりは、市民がそれぞれの暮らしの中で「心の豊かさ」

を実感するとともに「自己実現」を図っていけるようにしていくことが求められていま

す。このため、新市のまちづくりにおいては、豊かな自然環境を保全・活用し、都市基

盤を整えつつ、市民生活や地域社会を支える基礎となる産業経済力を強化し、定住環境

や福祉環境を総合的に整えて、地域固有の文化を創造的に発展させていかなければなり

ません。 

 新しい時代におけるこのようなまちづくりは、行政主導型で進めていく従来の方式で

は限界があります。とりわけ、高まる市民要求に応えていくことはきわめて困難と言わ

ざるを得ません。このため当地域においては、市民と行政とのパートナーシップにより

地域の一体感をより強固にし、活力と魅力に富み、住みよく心の豊かさを実感し、一人

ひとりが自己実現を果たすよう努力し合う２１世紀の新しいまちづくりを展開してい

くこととします。 

 

 第４章 新市将来像 
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２．目指すべき将来目標像 
 

（１）将来目標像 

 新市が目指すべき将来目標像は、まちづくりの基本理念で明らかにしたとおり、市民

が「心の豊かさ」を真に実感でき、「自己実現」が図れる都市でなければなりません。ま

た、それを満たしていくには、豊かな自然環境を保全・活用しながら、都市基盤や産業

経済基盤の強化を積極的に進め、豊かさやゆとりを実感できる定住環境を整え、地域固

有の文化を創造的に発展させていくものでなければなりません。 

 このような点を重視し、高島地域の特性を踏まえて、次のような基本的視点を基に将

来目標像を設定します。 

 

 

 

・水と緑に囲まれた豊かな自然環境を保全・活用するとともに、これまで進めてきた大

都市地域との連携・交流による既存産業の振興や新産業づくりをより発展させて、多

自然、交流といった個性を大事にした特色ある都市を形成していきます。 

・特に、当地域は、四季の移ろいが鮮やかなところに特色があり、年間を通じて様々な

表情を見せるとともに、多様な産物を産する点に着目し、地域産業の個性化と特色づ

けに活かします。 

 

 

 

・新市は、６町村が合併することによって、これまでは実現が困難であった水準の高い

施設整備や専門的な市民サービス等が可能となります。また、合併を機に６町村の一

体感が強まり、まとまりをもった都市を形成していくことも可能となります。 

・このような合併によるメリットを最大限に生かして、「市」としての高水準で魅力あ

る均衡のとれた都市づくりを進めます。 

 

 

 

・当地域は、生活や生産活動の場面で、地域レベルでの親密な支え合いのコミュニティ

が息づいており、新市になった後も市民生活の重要な基礎単位として位置づけられる

こととなります。 

・これまでに培われてきた地域住民の思いやる心をより育み、集落や自治会、小学校区

等を基礎単位とした地域コミュニティを大切にし、一層の充実を図り、市民生活や生

産活動の各場面において多様な諸活動を展開し、切磋琢磨と連携をうまく組み合わせ

ながら、「自立・自治力」の高い都市づくりを推進します。                   

①地域の「個性」と「連携・交流」を重視した特色ある都市を形成する 

②新しい「市」としての高い水準と魅力を備えた均衡のとれた都市づくりを推進する 

③地域の「自立・自治力」の高い都市づくりを展望する 
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 以上のようなことから、新市の将来目標像を次のように設定します。 

 

 

 

 

 

当地域が持つ豊かな自然環境を「水と緑」で表現しています。「水」は、琵琶湖とそれ

に注ぐ河川等です。そこは生命を育む場であり、生活を支える場でもあります。「緑」は、

背後に連なる山々であり、田畑等です。ここも生命を育むとともに、生活を支える場で

もあります。また、「人のいきかう」は、交通網を発達させ、文化、観光、産業活動を活

発に展開する都市をイメージしています。 

豊かな自然に抱かれ、いきいきとした思いやりのある人々の活動によって支えられて

いる、自然と人の魅力と活力に満ちた都市 高島市を目指します。 

 

 

（２）将来人口、世帯数フレーム 

①人口 

 当地域の人口は、平成１２年の国勢調査では５５，４５１人であり、徐々に増加する

傾向にあります。このまま推移すると、平成２２年頃までは増加を続け、その後少子化

の影響を受けて減少傾向に移行することが推定されます。 

このように推定される中で、新市を建設した後、地域内産業の振興および新たな産業

の育成・導入等による雇用機会の拡充、定住環境の整備による人口流出の抑制等を推進

することにより、人口の減少を食い止めて安定化を図ることとし、平成２６年には 

約５６，７００人になるものと想定されます。 

 

②世帯数 

新市の世帯数は、平成１２年の国勢調査では１６，５４０世帯で、傾向としては増加

しつつあります。これは、人口の伸びとともに 1 世帯当たりの人員が少しずつ減少して

きていることによります。 

近年のこの減少傾向は一定的に推移しており、当地域の 1 世帯当たり人員は平成１２

年では３．３５人／世帯（滋賀県３．０４人／世帯）と比較的多いことから、この減少

傾向は今後とも続くものと想定すると、平成２６年頃の 1 世帯当たり人員は２．７７人

となり、世帯数は約２０,５００世帯になるものと想定されます。 

この 1 世帯当たり人員２．７７人は、平成１２年の全国の 1 世帯当たり人口２．７０

人／世帯よりも多い数値です。 
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３．まちづくりの基本姿勢 
 

本格的な少子高齢社会が到来し、福祉や医療面等での行政需要はますます増大してい

ます。他方、サービスの向上、経済の活性化をめざした規制緩和は近年の社会的課題で

もあります。 

また、環境問題への積極的な取り組み、災害に強いまちづくり、地域間競争時代に対

応したまちづくりなども重要性を増しています。 

さらに、価値観の多様化時代を迎えて、住民の自己実現に対するニーズも増大し、行

政に対する期待や要望は多様化し高度化する一方、行政サービスコストの削減も求めら

れています。 

こうした状況の中で、地域間競争が激化する地方分権時代において、自己決定・自己

責任の原則のもと、住民と行政のパートナーシップを基調に、自然村をもとに作られた

充実した自治会組織など、この地域の特色を活かしながら、これまでの概念にこだわら

ない地域住民の望む新しい「まちのかたち」を積上げるというまちづくりを基本姿勢と

して取り組んでいきます。そのために住民の自己実現をともなう積極参加と行政コスト

の削減、併せて経済の活性化を目指した行政サービスの積極的な民営化も視野に入れた

政策の実現を図っていきます。 

行政運営や住民サービスについては、合併のスケールメリットを活かし、また、行政

評価やパブリックコメントなどの新しい手法の導入により公平で透明な行財政運営の確

保と健全な財政運営、効率的な組織運営を行い、個人情報保護への取組み、職員資質、

能力の向上のための人材育成、情報公開や地域情報化などの推進により、更に充実した

住民サービスの向上を図っていきます。 
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5－5. 地域を支えるしっかりとした基盤づくり 
(都市基盤整備計画) 

5－3. 地域を支える産業づくり 
(産業振興計画) 

5－4. 湖と里山を活かした豊かな環境づくり 
(生活環境整備計画) 

5－2. 安心して暮らせる福祉社会づくり 
(保健・医療・福祉計画) 

5－1. 未来を担う人づくり、文化づくり 
(教育・文化・コミュニティ計画) 

 
 

 
６町村の迅速な一体化を促進するとともに、新市の将来目標像である「水と緑 人の

いきかう 高島市」を実現していくため建設計画を５つの分野に区分して、次のような
施策の展開を図るものとします。 

 

 

【 体 系 図 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 第５章 建設計画 

良好な自然環境と共生し 
多様な暮らしを実現できる 

誰もが心豊かに暮らせる    
都市基盤づくり 

 

建 設 計 画 
あらゆる資源の調和から 

新たな価値を発見し 産業化に挑む人材を育てる 

「第６次産業のまち」の創造 

豊かな自然環境と美しい景観を活かした 
個性的でうるおいのある 

循環型定住環境の創造 

豊かな環境の中で乳幼児から高齢者までが 
安心して 生き生きと暮らせる 
笑顔輝く福祉社会づくり 

地域の個性が輝きを増し 
自然とさとの魅力がまちへの愛着を育む 
個性と魅力が交流し高め合う 

地域社会づくり 

〔目 標〕 

〔目 標〕 

〔目 標〕 

〔目 標〕 

〔目 標〕 
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１．目標と基本方針 
 

（１）目標 

教育や文化、コミュニティは、そこに住み、集う住民の最も基礎・基本を形成するも

のであり、新市のまちづくりや未来を担う人づくりにおいて大きな役割を担っています。

そこでは、私たちのまちが有する母なる琵琶湖、豊かな緑、美しさと、悠久の歴史文化

など、先人達が生み出し守り育ててきたまちの宝物を、今に生きる我々がこれからも重

視しながら、さらにすばらしいまちをつくる資源として積極的に活用していくことが大

切と考えられます。 

なかでも琵琶湖や里の原風景は、みんなで共有できる貴重な財産であり、まちづくり

のあらゆる機会、あらゆる場面で意識し、活用していくこととします。 

一方、合併によって大きなまちになることには、自分たちの生活が不便になるといっ

た住民の不安も寄せられています。だからこそ、住民は身近な地域において、自らより

よいまちづくりに取り組んでいくことが大切であると考えられます。日常を営む小さな

単位の生活を自らの意志と力でよりよいものにし、その小さな単位の輝きがお互いに刺

激し合い、高め合い、連携していくことで、まち全体をさらによりよいものへと高めて

いくことができると考えられます。そこで新市における教育・文化・コミュニティ分野

の目標を次のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

施策の推進にあたっては、あらゆる分野で新しいまちの住民がお互いを尊敬し、交流

し、そして高め合う、そんなまちを支える教育、文化、そしてコミュニティを住民、行

政がともに協力して創り上げていくこととします。 

 

（２）基本方針 

 

 

 

 

 

 
 

地域の個性が輝きを増し 
自然とさとの魅力がまちへの愛着を育む 

個性と魅力が交流し高め合う地域社会づくり 

①地域の個性を大切にした一体感の醸成 

②生涯にわたる教育・学習活動の充実 

③住民自治・コミュニティ活動の推進 

④国際化時代等に対応した国際・国内交流の推進 

⑤人権施策や男女共同参画施策の推進 

５－１．未来を担う人づくり、文化づくり（教育・文化・コミュニティ計画） 
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２．施策体系 
 
 基本方針  
 
 
 
               
                           
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・各町村の個性や特性の共有化、一体 
 化 
・地域コミュニティの強化と連携 

・地域ぐるみの子育て支援の推進 
・幼児教育の充実 
・子育て期の親育ての推進 

・特色ある学校づくり 
・多様な要請に対応できる学校教育の 
検討、推進 

 
・豊かな環境の中での体験学習の推進 
・青少年の健全育成 
・郷土の歴史文化の継承 

・生涯学習推進体制の整備 
・生涯学習施設間の連携強化 
・公民館活動の充実 

・個性ある地域文化の継承・発展 
・新たな地域文化の創造 

・地域共通種目の展開 
・スポーツ振興体制の整備 
・地域総合型スポーツクラブの設立 

・自立・自助を基本としたコミュニ 
ティ活動の振興 

・地域づくり活動の促進 

・まちづくりにかかわる人材の育成と
活動の促進 

・個性あふれるまちづくりの展開 

・市民による国際・国内交流活動の 
支援 

・国際化時代等に対応した語学力習得 
の促進 

・外国人との共生と国際理解の推進 

・人権意識の高揚と人権の尊重 
・子どもの安全と権利を守る体制づく 
 り 
・男女共同参画の推進 

就学前教育・家庭教育の
充実 

学校教育の充実 

青少年活動・健全育成の
推進 

生涯学習の推進 

地域文化の振興 

地域スポーツの振興 

自治会・コミュニティ活
動の推進 

市民主体のまちづくりの
推進 

地域の個性を大切に

した一体感の醸成 

生涯にわたる教育・学

習活動の充実 

住民自治・コミュニテ

ィ活動の推進 
 

国際化時代等に対応

した国際・国内交流の

推進 

人権施策や男女共同

参画施策の推進 

地域の個性の尊重 
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３．施策 
（１）地域の個性を大切にした一体感の醸成 

①地域の個性の尊重 

ア．各町村の個性や特性の共有化、一体化 

・人と自然が活かしあい、自然村をもとにつくられてきた各町村や地域・集落が、

これまで育んできた文化や個性を、新しいまちの住民みんなが尊重し合い、自

分たちの宝物として大切にし、一体感を醸成していくための仕組みづくりを進

めます。 

イ．地域コミュニティの強化と連携 

・琵琶湖と里山をはじめとする豊かな自然環境をまちの住民みんなが共有できる

貴重な資源ととらえ、その環境のもとに育まれた純朴・勤勉で、広く挑戦の意

欲に満ちた心を育てる教育・文化・コミュニティを展開していきます。 

 

（２）生涯にわたる教育・学習活動の充実 

①就学前教育・家庭教育の充実 

ア．地域ぐるみの子育て支援の推進 

・地域、保育所、幼稚園、行政がともに連携・交流し、子どもをまちの宝として

地域ぐるみ・まちぐるみで育てる体制・仕組みづくりを推進します。 

イ．幼児教育の充実 

・基本的な生活や学習の基礎を身に付けるとともに、まちの特性を活かし、自然

体験などを通じて愛着を育む幼児教育の充実を図ります。 

ウ．子育て期の親育ての推進 

   ・子育てに関する学習活動や悩み相談体制の充実により、子育てに豊かさや喜び、

楽しさを感じることのできる親育てを推進します。 

②学校教育の充実 

ア．特色ある学校づくり 

・学校同士がよりよい学校づくりに向けて互いに切磋琢磨し、魅力のある学校づ

くりを進めるとともに、地域のよさを感じとり地域を育てる人材や、情報化社

会・国際化社会で活躍できる人材を育てる教育の充実を図ります。 

イ．多様な要請に対応できる学校教育の検討、推進 

・学校同士の交流・連携や不登校児童・生徒への対応などを通じて、子どもや家

庭の希望に応じた多様な教育・学習を選択できる体制づくりを検討し、推進し

ます。 

   ・地域の歴史文化や豊かな自然環境等を学ぶ郷土学習や地域活動を通じての体験

学習等を重視し、積極的に推進します。 

   ・学校教育施設の整備・充実に努めます。 
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③青少年活動・健全育成の推進 

ア．豊かな環境の中での体験学習の推進 

・まちの歴史・文化や琵琶湖をはじめとする自然環境とのふれあいを通じて、自

らの責任で行動のできる青少年の活発な活動を推進します。 

イ．青少年の健全育成 

   ・行政、地域、学校等が一体となって、青少年の非行防止等良好な社会環境の形

成に取り組み、次代を担う青少年の健全な育成に努めます。 

ウ．郷土の歴史文化の継承 

  ・郷土の歴史的な発展過程や地域が育んできた文化等を青少年に継承する取り組

みを推進します。 

  ・近江聖人中江藤樹等の郷土の偉人の教えを青少年に継承する取り組みを推進し

ます。 

④生涯学習の推進 

ア．生涯学習推進体制の整備 

・住民や関係団体等による主体的な活動が展開されるよう、住民参加・参画の仕

組みや構想づくりを進めるとともに、まちぐるみで生涯学習を展開する体制づ

くりに努めます。 

・生涯学習施設の整備・充実に努めます。 

イ．生涯学習施設間の連携強化 

・住民が身近に生涯学習に取り組む拠点として、図書館および公民館の相互連携

による利便性の向上と市民参加による各種事業・運営の強化を図ります。 

ウ．公民館活動の充実 

  ・公民館を中心に展開している各種文化的活動の一層の充実を図ります。 

 ・合併を機に講座の共有化や講師の相互活用、施設の相互利用等を積極的に推進

し、効率的な施設運営に努めます。 

⑤地域文化の振興 

ア．個性ある地域文化の継承・発展 

  ・各地域で継承されている郷土の祭りや文化芸術活動等を継承・発展させていく

取り組みを進めます。 

  ・地域固有の文化財等を関係機関と連携協力し、保護に努めます。 

イ．新たな地域文化の創造 

  ・新しい市の誕生を機に、地域住民が相互に連携し力を合わせて、新たな地域文

化づくりを推進するよう努めます。 

⑥地域スポーツの振興 

ア．地域共通種目の展開 

・新しいまちが一体感を早期に持てるよう、地域共通種目の設定等を行い、スポ

ーツによる切磋琢磨と交流を積極的に推進します。 
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イ．スポーツ振興体制の整備 

      ・スポーツを通じた交流と健康づくりのためのスポーツ施設の整備・充実を図り

ます。 

ウ．地域総合型スポーツクラブの設立 

・地域を連携し一体的に運営する地域総合型スポーツクラブの設立を図ります。 

 

（３）住民自治・コミュニティ活動の推進 

①自治会・コミュニティ活動の推進 

ア．自立・自助を基本としたコミュニティ活動の振興 

・自立・自助を基本とした自治会やコミュニティ活動の一層の振興を図るととも

に、相互に励まし合い、応援し合える仕組みづくりに努めます。 

イ．地域づくり活動の促進 

・声のかけあいや身近な相談の場づくりなどを通じて、誰もがまちづくりに参加

したくなる雰囲気を創出するとともに、安全・安心な地域づくりに住民が一体

となって取り組めるように努めます。 

②市民主体のまちづくりの推進 

ア．まちづくりにかかわる人材の育成と活動の促進 

・「人材バンク」などの仕組みにより、まちづくりにかかわる人材を育成・登録す

るとともに、人材の有効な活用により個性的な活動を促進します。 

イ．個性あふれるまちづくりの展開 

  ・ＮＰＯやボランティア団体を育成するとともに、それらの活動を支援し、市民

の主体的な参加と行政とのパートナーシップにより、個性あふれる魅力的なま

ちづくりの展開を図ります。 

 

（４）国際化時代等に対応した国際・国内交流の推進 

ア．市民による国際・国内交流活動の支援 

 ・新しい市における市民主体の国際交流組織の設立に努めます。 

  ・今日まで交流してきた国や都市、地域との交流をより発展させるため、市民主

体の交流活動の促進と支援の強化を図ります。 

イ．国際化時代等に対応した語学力習得の促進 

・国際化時代等に対応していくため、市民の語学力の習得機会の拡大を図ります。 

 ウ．外国人との共生と国際理解の推進 

  ・外国人にやさしい表示やパンフレットの作成に努めます。 

・市民の国際意識の高揚や国際理解に関する学習機会の充実を図ります。 

 

（５）人権施策や男女共同参画施策の推進 

ア．人権意識の高揚と人権の尊重 
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・あらゆる人の人権が尊重されるよう、あらゆる機会を通じて人権意識高揚のた

めの人権教育および人権啓発を推進するとともに、人権に関する相談体制の充

実を図ります。 

イ．子どもの安全と権利を守る体制づくり 

・福祉と教育の連携により、家庭環境の改善や児童虐待への対応など、子どもの

安全と権利を守る体制づくりに努めます。 

ウ．男女共同参画の推進 

・男女共同参画の推進に向けた仕組みや体制の充実を図ります。 

・各種委員会や審議会などへの女性の積極的な登用を図ります。 

・男女共同参画に向けた教育や研修機会の充実を図ります。 
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４．主要事業              
 

項目 主要事業 事業の概要 
地域の個性を大
切にした一体感
の醸成  

新市一体化プロジェクト
事業 
 

・新市合併後の早期の一体化を図る諸施
策の展開 

 

生涯にわたる教
育・学習活動の充
実 

幼児教育事業 
 

・まちぐるみの子育て支援 
 

学校教育充実事業 ・特色ある学校づくりの推進 
・教育相談事業 
 

学校施設整備事業 
 

・学校教育施設の整備・充実 
 

青少年健全育成事業 
 

・まちぐるみの青少年健全育成の推進 
・体験学習の推進 
 

生涯学習充実事業 
 

・生涯学習施設の整備・充実 
・各地域の生涯学習施設間の連携の強化 
 

郷土歴史文化伝承事業 ・文化財等の保護および文化の継承 
 

地域文化振興事業 
 

・地域内に育まれている文化（伝統）の
継承 

・新たな地域文化の創造 
・地域文化施設の整備・充実 
 

地域スポーツ振興事業 ・スポーツ施設の整備・充実 
・スポーツによる交流の推進 
・スポーツ振興体制の強化 
 

住民自治・コミュ
ニティ活動の推
進 

コミュニティ支援事業 
 
 

・自治会・コミュニティ組織の体制強化
を促進 

 
まちづくり推進事業 
 
 

・個性のあるまちづくりの展開を推進 
・人材の育成・支援 

国際化時代等に
対応した国際・国
内交流の推進 

国際・国内交流事業 
 
 

・新市国際交流組織の設立 
・市民が自主的・主体的に進める国際・ 
国内交流活動促進・支援 

人権施策や男女
共同参画施策の
推進 

人権と子どもの安全と権
利を守る事業 
 

・人権教育・人権啓発の推進と相談体制
の充実 

・子どもの安全と権利を守る体制づくり 

男女共同参画推進事業 
 

・男女共同参画プランの策定と推進 
・女性の積極的な登用と意識啓発 
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１．目標と基本方針 
 

１．目標と基本方針 
 

（１）目標 

全国的に進む少子高齢化の中で、保健・医療・福祉に対するニーズはますます多様化・

高度化しつつあります。こうした動向に対応していくため、若い世代が安心して子ども

を生み育てられ、乳幼児や児童等が健やかに育ち、高齢者や障害者等が明るく生き生き

と暮らしていけるよう、多面的で良質な施策を展開していくことが求められています。 

特に、高島地域は、県内でも最も高齢化率の高い地域となっており、長寿時代の到来

を見越した対応策を展開していくことが、住民の間からも強く求められています。そこ

で、新市における保健・医療・福祉分野の目標を次のとおり設定します。 

 

 

 

 

各種施策の推進に当たっては、保健・医療・福祉施策をそれぞれに展開するのではな

く、総合的な視点から分野間の相互連携を強めて、多様化・高度化する市民ニーズに応

えていくことが必要となっています。 

そのため、保健・医療・福祉関係機関相互の連携の強化はもとより、各地域・集落単

位の取り組みや、ＮＰＯ・ボランティア団体等の活動をも促進し、行政や関係機関と市

民とがパートナーシップの基に各種施策を総合的に推進していくこととします。 

 

（２）基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな環境の中で 乳幼児から高齢者までが 
安心して生き生きと暮らせる 
笑顔輝く福祉社会づくり 

①保健・医療・福祉を結ぶ総合的なケアシステムの構築 

②保健・医療・福祉環境の総合的な整備 

③高齢社会に対応した高齢者福祉の充実 

④児童福祉の充実と子育て支援の推進 

⑤障害者福祉・ひとり親福祉・生活支援の推進 

⑥保健・医療・福祉を支える人材の育成・確保 

５－２．安心して暮らせる福祉社会づくり（保健・医療・福祉計画） 
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２．施策体系 
 
 基本方針 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・医療機関と保健・福祉関連機関等 
とのネットワーク化 

・地域生活支援会議（新たな地域ケア
会議）の組織化 

・保健・福祉の活動拠点づくり 

・地域基幹病院の機能の充実・強化 
・基幹病院と保健・医療施設とのネッ 
トワーク化 

・市民ニーズに対応した健康保持・増 
進施策の展開 

・高齢者の健康づくりへの積極的支援 

・自主的な地域福祉活動の促進 
・福祉の環境づくり 

・介護予防の推進 
・生きがい対策の積極的な推進 
・多様なニーズに対応した高齢者福祉
サービスの推進 

・ニーズに対応した重点的な施設整備
の推進 

・在宅介護の充実 

保健・医療体制の強化 

市民の健康づくり運動の
促進・支援 

地域福祉活動と福祉の環
境づくりの促進 

・多様で良質な保育サービスの推進 
・乳幼児や児童の健やかな成長を支 
える施設の充実 

・環境学習、農林業体験学習等の推進 
・子育て支援の推進 
・児童虐待対策の推進 

・日常生活等サポート体制の充実 
・就労機会の拡充や新たな就業の場の 
創出 

・社会参加の促進 

・母子・父子家庭の支援 
・生活相談・支援の充実 

・保健・医療・福祉を支える人材の育
成・確保 

・ＮＰＯやボランティア団体等の育成 

障害者福祉の推進 

ひとり親福祉・生活支援
の推進 

保健・医療・福祉を結

ぶ総合的なケアシス

テムの構築 

保健・医療・福祉環境

の総合的な整備 

高齢社会に対応した

高齢者福祉の充実 

児童福祉の充実と子

育て支援の推進 

障害者福祉・ひとり親

福祉・生活支援の推進 

保健・医療・福祉を支

える人材の育成・確保 
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３．施策 
 

（１）保健・医療・福祉を結ぶ総合的なケアシステムの構築 

ア．医療機関と保健・福祉関連機関等とのネットワーク化 

・公立高島総合病院の機能の充実を図り、その他の病院・診療所等との連携を強

化するとともに、保健・福祉施設や関連機関・組織とのネットワーク化を進め、

保健・医療・福祉に係る総合的なケアシステムの構築を図ります。 

イ．地域生活支援会議（新たな地域ケア会議）の組織化 

・総合的なケアシステムの構築に関連して、新市の各地域における保健・医療・

福祉関係機関・組織の関係者が集まり、対策を協議する「地域生活支援会議（新

たな地域ケア会議）」を組織化し、連携を強化します。 

ウ．保健・福祉の活動拠点づくり 

・地域活動の拠点施設とした保健センターを旧町村単位で存続し、地域住民の保

健・福祉の向上のため整備を図ります。 

・新しいセンター機能としては、地域リハビリテーション支援体制を視野に入れ

ながら医療機関と連携した温泉療養機能、デイサービス機能や高齢者筋力トレ

ーニング機能、その他スポーツ・レクリエーション機能等が想定され、従来の

保健・福祉関係者に加えて、スポーツドクターやインストラクター、循環器疾

患等のリスクマネジメントのできる内科医等の配置を検討します。 

 

（２）保健・医療・福祉環境の総合的な整備   

①保健・医療体制の強化 

ア．地域基幹病院の機能の充実・強化 

・地域の基幹病院である公立高島総合病院の休日・夜間・救急診療体制の充実・

強化、診療科目の充実、医療技術や設備の充実化・高度化を推進し、住民のニ

ーズに応じた地域の総合病院を目指します。 

イ．基幹病院と保健・医療施設とのネットワーク化 

・公立高島総合病院とその他の保健・医療・福祉施設とのネットワーク化を進め、

地域における保健・医療体制を強化します。 

②市民の健康づくり運動の促進・支援 

ア．市民ニーズに対応した健康保持・増進施策の展開 

・市民ニーズに応じた健康保持・増進施策の展開を図り、市民自らが進める健康

づくりを支援していきます。 

イ．高齢者の健康づくりの積極的支援 

・高齢社会に対応して、高齢者の健康づくりや体力づくりに重点的に取り組むこ

ととし、そのための施策を積極的に推進します。 
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③地域福祉活動と福祉の環境づくりの促進 

ア．自主的な地域福祉活動の促進 

・各地域ごとに保健・福祉等に係る総合的な対策を検討する「地域生活支援会議

（新たな地域ケア会議）」を推進するとともに、自治会や集落単位の保健・福祉

活動を積極的に促進し、それらを支える「支援ネットワーク」の強化を図りま

す。 

イ．福祉の環境づくり 

・高齢者や障害者等が不自由することなく生活できるよう、公共的な施設や交通

機関、公営住宅等のバリアフリー化やユニバーサルデザイン化を促進していき

ます。 

・また、地域社会の中で共に生きていくことを大切にする「福祉の心」の醸

成を図ります。 

 

（３）高齢社会に対応した高齢者福祉の充実 

ア．介護予防の推進 

  ・寝たきり高齢者にならない・させない運動を推進するため、自立した生活の継

続と心身機能の維持向上を目的とした健康管理・指導、転倒予防教室などを行

います。 

・高齢者の自立支援や社会参加の意識啓発、魅力的な生涯学習やスポーツ・レク

リエーションに係るカリキュラムの企画開発、諸活動への参加促進等を積極的

に推進します。 

・各地域に設けられる保健・福祉拠点施設を中心に、高齢者の低下筋力を維持・

発展させる高齢者筋力トレーニングの展開に努めます。 

イ．生きがい対策の積極的な推進 

・高齢者の生きがいを喚起する対策を推進します。特に、地域振興に高齢者の知

識と経験を活かす「地域ガイド」や「農林業インストラクター」等の実現化を

図ります。 

ウ．多様なニーズに対応した高齢者福祉サービスの推進 

   ・日常的な支援の必要な高齢者に対して、多様なニーズに対応した高齢者福祉サ

ービスの展開を図ります。 

エ．ニーズに対応した重点的な施設整備の推進 

・増大するニーズに対応して、老人ホーム等の拡充整備に努めます。 

・痴呆症の高齢者対応施設として、「グループホーム」の拡充整備を、民間事業

者の参画も視野にいれて推進します。 

・高齢者の交流施設として整備されている「老人福祉センター」は、ニーズの変

化に対応した魅力的な「交流サロン」としての役割を果たしていけるよう、必

要な施設・設備のリニューアルや施設運営の改善を図るとともに、より身近な
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公民館や地域の集会所等においても、地域のふれあいの場となるような活動を

推進します。 

・上記の各種施設整備にあたっては、低所得者が利用できなくなるようなことが

ないよう努めます。 

  オ．在宅介護の充実 

   ・要介護者が在宅サービスを適切に利用できるように心身の状況、意向等に配慮

した居宅サービス計画に基づきサービス提供の充実を図ります。 

 

（４）児童福祉の充実と子育て支援の推進 

ア．多様で良質な保育サービスの推進 

・少子化、核家族化、男女共同参画の進展等の時代の変化の中で、保育ニーズが

多様化してきていることから、乳児保育、障害児保育、一時保育、延長保育、

休日保育、乳幼児健康支援一時預かり（病後児保育）等の多様で良質な保育サ

ービスの推進を図ります。 

イ．乳幼児や児童の健やかな成長を支える施設の充実 

・各地域の実情に対応して保育所の整備充実を図る。幼稚園との調整の必要な地

域については、幼児の発達を保障する点を大切にして、市民の多様なニーズに

対応した施設の整備を検討していきます。 

   ・児童の健全育成や学童保育の充実を図るため、児童館の整備を図ります。 

ウ．環境学習、農林業体験学習等の推進 

・多自然交流地域としての特性を活かして、市民や学校との協力・連携体制のも

とに、ユニークな環境学習や農林業体験学習等の推進を図ります。 

エ．子育て支援の推進 

・子育て期の保護者を中心にした子育てグループの育成とグループ活動の促進を

図ります。 

・幼稚園・保育所、地域住民等による子育て支援ネットワークの確立を進めます。 

   ・地域における多様な子育てサービス情報を一元的に把握するとともに、子育て

家庭に対する総合的な情報提供、利用援助等の支援を行う子育て支援コーディ

ネーターの設置を図ります。 

・幼児保育施設等の拡充に対応して、子育て支援センターの拡充整備を図ります。 

オ．児童虐待対策の推進 

・虐待等の相談窓口機能の設置と特別な保護サービスを必要とする子ども家庭へ

の支援ネットワークの充実を図ります。 

 

（５）障害者福祉・ひとり親福祉・生活支援の推進 

①障害者福祉の推進 

ア．日常生活等サポート体制の充実 
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・障害のあるひとが、社会の中で日常生活を快適に過ごして行けるよう、サポー

ト体制の充実を図ります。 

・医療機関と連携しながら、緊急時の受け入れ体制の整備を図ります。 

イ．就労機会の拡充や新たな就業の場の創出 

・各地域における授産施設の充実を図るとともに、福祉工場等も含めて整備を検

討していきます。 

・職業リハビリテーションを継続的に推進するとともに、地域内の企業の協力を

得て、一般企業・事業所への就労を促進します。 

ウ．社会参加の促進 

・障害のあるひとが参加しやすいイベントやスポーツ・レクリエーション機会を

確保するとともに、地域内で行なわれる各種のスポーツ・レクリエーション活

動や生涯学習等への積極的な参加を促進します。 

②ひとり親福祉・生活支援の推進 

ア．母子・父子家庭の支援 

・母子、父子福祉については、各家庭の実情に即して、きめ細かい福祉施策の推

進に努めます。 

・ひとり親家庭の交流グループの育成と地域内外のグループとの交流活動を促進

します。 

イ．生活相談・支援の充実 

・生活支援の必要な市民に対して、適正な援護対策を進めます。特に、各種助成

制度や就労等についての情報提供、相談や指導等に努めます。 

・高齢者や障害者等を家庭内で介護している住民に対して、関係者のネットワー

ク化や相談・支援活動の充実を図ります。 

 

（６）保健・医療・福祉を支える人材の育成・確保 

ア．保健・医療・福祉に係る人材の育成・確保 

・保健・医療・福祉ニーズが増大し、関連する人材の確保等が重要な課題になり

つつあることから、医師、保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士等の人材

確保に努めます。 

・当面、地域内の潜在的な有資格者を募るとともに、人材の安定的な確保に向け

て資格取得のための助成制度の充実を図ります。 

イ．ＮＰＯやボランティア団体等の育成 

・ＮＰＯなどの市民参加型組織やボランティア団体等の育成に努めるとともに、

活動の促進・支援を図ります。 
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４．主要事業             
 

項目 主要事業 事業の概要 
保健・医療・福
祉を結ぶ総合
的なケアシス
テムの構築 

地域ケア拠点施設整備事
業 

・地域活動の拠点施設として、様々な市
民需要に応えられるよう、療養機能や
高齢者筋力トレーニング機能等を持
ち、コア的役割を果たす地域福祉支援
センターの機能充実 

・地域生活支援会議（新たな地域ケア会 
議）の組織化 
 

保健・医療・福
祉環境の総合
的な整備 

総合病院の機能強化事業 
 

・総合病院の施設整備及び地域医療ネッ
トワークの整備 

・地震等の災害時における地域の災害救
援活動の拠点となる機能の整備 

・救急医療体制の充実 
 

健康づくりの促進・支援
事業 

・「食育」活動などによる生活習慣病予
防及び健康づくりの推進 

高齢社会に対
応した高齢者
福祉の充実 

高齢者福祉充実事業 ・介護予防（寝たきり高齢者にならな
い・させない運動）、パワーリハビリ、
生きがい対策等の推進 

・ニーズに対応した高齢者福祉施設の整 
備 

 

児童福祉の充
実と子育て支
援の推進 

健やかな成長を支える施
設整備事業 

・保育所の施設整備 
・児童館の施設整備 
 

子育て支援体制整備事業 ・子育てグループの育成および子育て支
援ネットワークの確立 

障害者福祉・ひ
とり親福祉・生
活支援の推進 
 

各種福祉の推進事業 
 

・日常生活等サポート体制の充実 
・社会参加の促進 
・生活相談･支援の充実 

保健・医療・福
祉を支える人
材の育成・確保 
 

人材育成・確保事業 ・ＮＰＯやボランティア団体等の育成･ 
 活動支援 
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１．目標と基本方針 
（１）目標 

豊富な自然資源に恵まれる当地域において、魅力と活力にあふれる新市を建設してい

くために、産業分野の新しい可能性の追求が求められています。新市が共有する豊かな

自然環境はもとより、あらゆる地域資源を効果的に調和することで、農林水産業や商業、

観光、地場産業など従来の産業分野にとらわれない、柔軟で大胆な展開が不可欠である

と考えられます。そこで新市における産業分野の目標を次のとおり設定します。 

 

 

 

 

第６次産業とは、農林水産業（第１次産業）、製造業（第２次産業）、観光や商業（第

３次産業）を融合した概念です。６町村の合併により、従来の町村界や団体などの枠組

みを越えて、地域と人と資源をつなぐことが可能となるなかで、産業界においても、既

存の産業分野の枠組みを越えて、新しい商品やサービスの開発をめざす好機であり、将

来性のある分野に資源を集中することで、５万人都市の活力源泉を生み出すことが可能

と考えられます。 

そのためには、本物にこだわった産品づくりや地産地消の実践、森林や農地の持つ環

境保全機能を重視した農林水産業の振興、技術と伝統を活かした新たな産業の創出と誘

致による製造業･地場産業の振興、豊かな自然環境や大都市への至近性を活かした、既存

観光施設のネットワーク化と歴史･文化資源の掘り起しによる体験型交流産業の振興、市

民に便利で来訪者にも魅力的なにぎわいある商業振興などについても、一層の展開が必

要となっています。 

「第６次産業」を創造実現するために何よりも大切なのは、その実現に果敢に挑戦す

る「人」であり、その人々をみんなで応援する「地域」であると考えられます。産業界

や行政はもとより、地域住民や京阪神等の都市住民とも連携することで、市民パワーを

活かした手づくりのまちづくりを目指します。 

（２）基本方針 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

５－２．地域を支える産業づくり（産業振興計画） 

あらゆる資源の調和から 
新たな価値を発見し 産業化に挑む人材を育てる 

「第６次産業のまち」の創造 

①新しい産業展開についての戦略と従来の枠組みを超えた新しい連携づくり 

②地域の資源や環境を活かしたものづくり 

③産業振興をリードし「手づくり」のまちづくりに取り組む人材づくり 

④森林や農地の多面的機能の保全・活用と地産地消の実現をめざす農林水産業の振 

 興 

⑤地場産業が育んだ技術と伝統、豊かな地域資源等を活かした工業の振興・創出 

⑥市民に便利で来訪者に魅力的なにぎわいある商業の振興 

⑦豊富な自然資源と市民のもてなしを活かした観光レクリエーションの振興 

５－３．地域を支える産業づくり（産業振興計画） 
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２．施策体系 
 
基本方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・地域産業振興戦略の構築 
・産業センター機能の整備 

・産業分野を超えた連携 
・既存関係団体等の事業連携 
・地域ブランド化の推進 
・類似施設やイベントの連携 

・地域特性を活かした特産品づくり 
・新エネルギー産業の育成 

・産業振興をリードする人材の発掘・育成 
・地域産業の担い手の育成 
・市民活動との連携 

・環境に配慮した農業の推進 
・農林水産物加工品づくりの促進 

・生産基盤の整備 
・獣害対策の推進 
 

・森林や農地の多面的機能の保全 
・森林や農地の多面的活用 

・育てる漁業の推進 
・漁場環境の保全・向上 

・農業生産体制の強化 
・林業生産体制の強化 

・競争力のある新製品開発の促進 
・技術革新・第二創業の促進 
・中小企業の支援 

・企業誘致基盤の整備 
・企業誘致に関連する生活基盤の整備 

・身近な商店街の振興 
・コミュニティビジネス等の育成 

・中心市街地活性化の促進 
・まちづくり機関の設立支援 

・体験メニューの企画開発 

・歴史文化資源の掘り起こし 
・観光・交流イベントの推進 
・文化性を備えた集客力のある拠点施設整

備の検討 

・観光・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ拠点施設の連携の強化 
・観光・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ情報の充実・発信 
・総合観光センター(仮称)設立の検討 

各地域の商業の振興 

中心市街地の活性化 

自然体験型交流産業の 
育成 

地域資源を活用した「売
りもの」づくり 

ネットワーク化の推進 

来訪者受け入れ体制の 
強化 

水産業の振興 

従来の枠組みを超えた連
携づくり 

命と健康を守る農林水産
物づくり 

農業基盤の整備 

農林業経営組織の強化 

森林や農地の多面的機能
の保全と活用 

地域工業・地場産業の 
振興 

企業誘致の推進 

地域産業の振興戦略と体
制づくり 

・もてなしの心の育成 
・ボランティアガイド等の育成 

新しい産業展開につ
いての戦略と従来の
枠組みを超えた新し
い連携づくり 

地域の資源や環境を
活かしたものづくり 

産業振興をリードし
「手づくり」のまち
づくりに取り組む人
材づくり 

森林や農地の多面的
機能の保全・活用と
地産地消の実現をめ
ざす農林水産業の振
興 

地場産業が育んだ技
術と伝統、豊かな地
域資源等を活かした
工業の振興・創出 

市民に便利で来訪者
に魅力的なにぎわい
のある商業の振興 

豊富な自然資源と市
民のもてなしを活か
した観光レクリエー
ションの振興 

観光施設の整備 ・観光施設の整備等 
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３．施策 
 

（１）新しい産業展開についての戦略と従来の枠組みを超えた新しい連携づくり 

①地域産業の振興戦略と体制づくり 

ア．地域産業振興戦略の構築 

・当地域の経済的自立化に向けた「地域産業振興戦略」を策定します。戦略では、

地域産業の推進役となる「産業センター機能」の整備や産業振興関連の人材育

成や産業振興に係る基金（ファンド）の設立等を盛り込むよう努めます。 

・当地域の産業振興の基本方向としては、「第６次産業」を指向することとし、既

存の農林水産業・工業・商業・観光業等の振興を図りつつ、それらの連携と融

合による新しい産業（第６次産業）の創造に向けた施策の展開を積極的に推進

します。 

   ・また、産業振興を推進していくにはＩＴを有効に活用し、様々な情報を収集・

発信していくことが必要なことから、高度情報通信ネットワークの整備と有効

活用を推進していきます。 

イ．産業センター機能の整備 

・第６次産業化を創造的に推進していくため、その推進役を果たすプロデューサ

ーあるいはコーディネーター的機能や人材の育成、情報提供機能、各種の相談

業務や支援機能等をもった中核的な役割を果たす産業センター機能の整備を図

ります。 

②従来の枠組みを超えた連携づくり 

ア．産業分野を超えた連携 

   ・新しい産業としての第６次産業の創造に向けて、既存の農林水産業・工業・商

業・観光業等の分野を超えた相互連携を推進していきます。 

イ．既存関係団体等の事業連携 

   ・既存の産業に関連する商工会、ＪＡ、観光協会等の関連団体や大学、研究所等

各種機関が行っている各種事業の中で、新しい産業創出に関連する事業につい

ては連携を図り、効率的で有効な新産業創出事業を推進していきます。 

ウ．地域ブランド化の推進 

・地域の特性を活かした地域ブランドに加え、地域内で製造される新製品や新商

品については、地域統一の「高島ブランド」で売り出していくよう努めます。 

エ．類似施設やイベントの連携 

・地域内に存在している産業関連の各種施設や地域内で展開してきている各種の

産業振興関連イベント等については、総合的な観点から見直しを行い、役割分

担等を明確にします。 

・特に、地域産業に関連する「朝市」や「特産品フェア」「ウォークラリー」等の

市民参画型イベントについては、統合と連携を強めて今後とも積極的に展開し
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ていきます。また、そうした取り組みが、地域産業の発展に結びついていくよ

う努めます。 

 

（２）地域の資源や環境を活かしたものづくり 

ア．地域特性を活かした特産品づくり 

   ・農林水産業や製造業等を問わず、当地域内で生産する製品や商品については、

地域特性を活かした特色と魅力のある特産品となるよう努めます。こうした取

り組みを強化していくことにより、付加価値の高い製品や商品を数多く生み出

し、販売力を強化していくこととします。 

   ・地域の伝統的な食生活や食文化を大切にし、継承・発展させていく「スロー・

フード」運動を推進していきます。 

イ．新エネルギー産業の育成 

   ・太陽光発電、太陽熱の利用、木質バイオマスエネルギー、地域コ・ジェネレー

ションシステム等新エネルギーに関わる産業の育成を図ります。 

 

（３）産業振興をリードし「手づくり」のまちづくりに取り組む人材づくり 

ア．産業振興をリードする人材の発掘・育成 

   ・地域経済力の強化に向けて、第６次産業化を推進していくには、それを先頭に

立って牽引していく複数のリーダー群が必要であることから、それにふさわし

い人材の発掘、育成を図ります。 

イ．地域産業の担い手の育成 

・農林水産業、商工業、観光業、交流産業など、あらゆる産業分野や関係団体の

担い手育成を図ります。 

・特に、農林業の振興のため、有利販売の促進等を図り、担い手確保を進めます。

また、農林業の担い手不足に対しては、新規参入による担い手育成についても

進めます。 

ウ．市民活動との連携 

   ・農地や林地に対するオーナー制度、市民農園・貸し農園、林業レスキュー活動

等に取り組む市民やＮＰＯ等との活動と連携し、農林業の保全と発展を共に進

めていきます。 

 

（４）森林や農地の多面的機能の保全・活用と地産地消の実現をめざす農林水産業の振

興 

①命と健康を守る農林水産物づくり 

ア．環境に配慮した農業の推進 

   ・農業については、特に地域内の畜産糞尿等の処理と関連させるなど有機性資源

を利用した資源循環型農業を普及・拡充させるとともに環境こだわり農産物を
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はじめ、安心・安全な農産物づくりを地域の売りものにしていきます。 

    ・資源循環型農業を実現していくため、土づくりセンターの整備を図ります。 

・琵琶湖や河川等水質の保全に配慮した環境調和型農業を推進します。     

イ．農林水産物加工品づくりの促進 

   ・地域内で生産される農林水産物を活用して、多様で魅力的な加工品の企画開発

を行い、地産地消の推進や他地域への販売活動等を促進していきます。 

②農業基盤の整備 

ア．生産基盤の整備 

・農業に欠かせないほ場や農道、用排水路等の整備については、地域の生活環境

と密接な関係があることから、地域整備の一環として更新も含め計画的に推進

していきます。 

 ・今後の農業情勢に整合した大規模区画のほ場整備を推進します。 

イ．獣害対策の推進 

   ・農産物に多大な被害をもたらしている獣害に対して、電柵等の獣害防止施設の

整備を計画的に推進します。 

③農林業経営組織の強化 

ア．農業生産体制の強化 

  ・経営効率の高い農業をめざした個別農家の育成や集落営農、生産法人等多様な

経営組織の強化に努めます。 

イ．林業生産体制の強化 

 ・森林の保全と森林資源の効果的活用を図るため、森林組合等の組織体制強化や

林業従事者育成のための支援を図ります。 

④森林や農地の多面的機能の保全と活用 

 ア．森林や農地の多面的機能の保全 

・森林や農地の保全を行う人材の確保や集落活動等の充実に努め、ＪＡや土地改

良区、森林組合等との連携のもと、公益的機能を保全するための各種施策の展

開を図ります。 

・森林や農地が持つ多面的機能についての普及啓発に努めるとともに、下流域の

都市住民やＮＰＯなど、多様な人材による森林や農地の保全活動への参加を促

進します。 

イ．森林や農地の多面的活用 

・農地が持つ多面的な機能に着眼し、市民やＮＰＯ、保育所や幼稚園、学校更に

は福祉施設と連携しながら、市民農園や観光農園等としての活用を図ります。 

・農山村の豊かな自然環境や田園環境の中で、その自然や文化に触れる｢グリーン

ツーリズム｣の普及に努めるとともに、その受け皿として森林や農地の活用を図

り、地域産業の振興や第６次産業化への誘導を促進して行きます。 
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⑤水産業の振興 

ア．育てる漁業の推進 

   ・琵琶湖や河川等を活用した鮎等を中心とする漁業については、育てる漁業を今

後とも積極的に推進していきます。 

イ．漁場環境の保全・向上 

   ・琵琶湖をはじめとする漁場の環境保全に努めるとともに、水質浄化や外来魚の

削減等による環境の向上に努めます。 

 

（５）地場産業が育んだ技術と伝統、豊かな地域資源等を活かした工業の振興・創出 

①地域工業・地場産業の振興 

ア．競争力のある新製品開発の促進 

・地域内の工業・地場産業については、産業センター機能の強化や自助努力によ

り、競争力のある新製品の企画開発を促進します。 

イ．技術革新・第二創業の促進 

   ・技術革新や第二創業ともいえる、従来とは異なる分野への展開も視野に入れて

地域産業・地場産業の振興を促進していきます。 

ウ．中小企業の支援 

   ・地域内の中小企業の経営安定化や新たな展開等に対して、各種の支援を図りま

す。 

②企業誘致の推進 

ア．企業誘致基盤の整備 

   ・当地域の立地条件の良さを活用して、地域が進める第６次産業化に関連する研

究開発型企業等の積極的な誘致活動を推進します。 

   ・企業誘致に当たっては、誘引効果を高めるための各種支援施策の整備や用地取

得の斡旋等を進めます。 

イ．企業誘致に関連する生活基盤の整備 

   ・企業誘致に関連して必要となる従業員を受け入れる住宅や生活関連施設等につ

いては、必要に応じて積極的に整備していくこととします。 

 

（６）市民に便利で来訪者に魅力的なにぎわいのある商業の振興 

①中心市街地の活性化 

ア．中心市街地活性化の促進 

・各駅前地区等に形成されている中心商店街については、中心市街地活性化等を

推進し、環境整備や活性化施策の積極的な推進を図ります。 

イ．まちづくり機関（ＴＭＯ）の設立支援 

   ・中心市街地活性化に関連して、活性化施策を主体的に推進するまちづくり機関 

（ＴＭＯ）の設立を促進し、活動の支援を図ります。 
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②各地域の商業の振興 

ア．身近な商店街の振興 

   ・中心市街地以外の商店街についても、環境整備や販売促進活動等に対する支援

等を推進します。 

イ．コミュニティビジネス等の育成 

   ・地域住民によるコミュニティビジネスの場として、商店街の空き店舗等の提供

による有効な活用等により新たな施策展開を図ります。 

 

（７）豊富な自然資源と市民のもてなしを活かした観光レクリエーションの振興 

①自然体験型交流産業の育成 

ア．体験メニューの企画開発 

   ・第６次産業の一つの重点事業として考えられるのが、体験型・レクリエーショ

ンや環境学習等に係る事業です。このため、地域の豊かな自然環境や農林水産

業、農山村文化等を活用して、四季折々の新たな「体験型観光・レクリエーシ

ョンメニュー」や「環境学習メニュー」の企画開発を行います。 

②地域資源を活用した「売りもの」づくり 

ア．歴史文化資源の掘り起こし 

・地域の特産品とともに、地域の歴史的・文化的資源を活用した「売りもの」づ

くりも大切であることから、歴史的資源を掘り起こし、歴史的街並みの保全・

修景、歴史的文化遺産の保全・修復等を推進します。 

イ．観光・交流イベントの推進 

   ・豊かな自然環境や多様で魅力的な地域資源等を活用して、集客力のある魅力的

な観光・交流イベントを、四季折々に実施します。 

ウ．文化性を備えた集客力のある拠点施設整備の検討 

・地域の特色と魅力ある歴史的文化性をより鮮明にして、地域の新しい「売りも

の」の一つとしていくため、文化性を備えた集客力のある魅力的な拠点施設の

整備を検討していきます。 

③ネットワーク化の推進 

ア．観光・レクリエーション拠点施設の連携の強化 

   ・地域内に点在している観光・レクリエーション拠点施設等を有機的に連結する

ため、相互の連携を強化します。 

イ．観光・レクリエーション情報の充実・発信 

   ・地域の観光・レクリエーション情報を地域内外に積極的に発信していくため、

情報の収集・整理や発信内容の吟味を行い、多様な情報チャンネルを活用した

情報発信を積極的に推進します。 

ウ．総合観光センター（仮称）設立の検討 

   ・観光拠点施設間の連携や情報の収集・発信活動を、強力に推進していくため、
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総合観光センター（仮称）の設立を検討します。 

④来訪者受け入れ体制の強化 

ア．もてなしの心の育成 

   ・地域外からの来訪者を迎え入れ、地域のファンとなり、サポーターとなっても

らうためには、受け入れる地域住民がもてなしの心（ホスピタリティ）を高め

ていくことが必要です。このため、各地域における学習会や研修会等を計画的

に開催し、全体としてホスピタリティの高い地域の形成を図ります。 

イ．ボランティアガイド等の育成 

   ・もてなしの心を育成するような取り組みの中で、ボランティアガイド等の育成

を図ります。 

 ⑤観光施設の整備 

  ア．観光施設の整備等 

   ・来訪者に魅力ある観光施設を整備するとともに老朽化する既存観光施設の長寿

命化を図ります。 
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４．主要事業              
 

項目 主要事業 事業の概要 
新しい産業展開に
ついての戦略と従
来の枠組みを超え
た新しい連携づく
り 

地域産業振興戦略策定事
業 
 

・第６次産業化の推進に向けた具体的  
で戦略的な施策の検討 

・産業センター機能の整備 

産業振興イベント推進事
業 

・関係団体との連携による産業振興の
ためのイベントの展開 

地域の資源や環境
を活かしたものづ
くり 

地域特産品開発事業 
 

・付加価値が高く魅力的で販売力を持 
つ新製品・新商品の企画開発 

新エネルギー産業創出事
業 

・新エネルギー産業の育成 

産業振興をリード
し「手づくり」のま
ちづくりに取り組
む人材づくり 

人材発掘・育成事業 
 
 

・第６次産業を企画し、事業を牽引し 
ていく人材の発掘・育成事業 

・地域産業の担い手の育成 

森林や農地の多面
的機能の保全・活用
と地産地消の実現
をめざす農林水産
業の振興 

資源循環型農業推進事業 
 
 

・資源循環型農業の普及、拡充 
・循環型農業等を推進していくための 

土づくりセンターの整備等 

農林業生産基盤整備事業 
 

・生産基盤の計画的な整備や電柵等の
獣害防止施設の整備等 

農林業生産体制強化事業 
 
 

・農家の育成や集落営農等組織の強化 
・森林組合等の組織体制強化や林業従

事者の育成 

農林業基盤保全対策事業 
 

・森林や農地の多面的機能の啓蒙普及、
保全活動の促進 

農山村活性化事業 
 
 

・魅力的なグリーンツーリズムの企画
開発 

・市民農園等の整備 

漁場環境整備事業 ・漁場の環境保全対策 

地場産業が育んだ
技術と伝統、豊かな
地域資源等を活か
した工業の振興・創
出 

地場産業等振興事業 
 

・独創性や競争力のある新製品等の企
画開発や市場開拓への支援 

・新分野の起業、第二創業への支援 

企業誘致推進事業 
 

・第６次産業化に関連した新規企業の 
誘致の推進 

市民に便利で来訪
者に魅力的なにぎ
わいのある商業の
振興 

中心市街地活性化事業 
 
 

・各地域の中心市街地における環境整 
備や販売促進等による活性化の推進 

・まちづくり機関の設立 

商業振興事業 ・商店街等の経営安定対策や振興事業
への支援 

豊富な自然資源と
市民のもてなしを
活かした観光レク
リエーションの振
興 
 

自然体験型交流産業育成
事業 
 

・体験メニューの企画開発 
（体験型観光・レクリエーション、環

境学習メニュー） 
・推進主体の形成 

観光・交流イベント推進
事業 

・四季折々の集客事業の展開 
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（つづき） 

歴史的・文化的資源再発
見事業 
 
 

・歴史的街並みの保全や歴史的文化遺
産の保全・修復等 

・文化性を備えた集客力のある拠点施
設の設立検討 

 
観光拠点施設連携促進・
強化事業 

・情報収集の強化や充実した情報の発
信 

・総合観光センター（仮称）の設立検
討等 

 
ボランティアガイド育成
事業 
 

・ボランティアガイド等育成のための
研修等 

観光施設の整備 ・観光施設の整備等 

 
 

 

【主な県事業】 

項目 主要事業 事業の概要 
森林や農地の多面
的機能の保全・活用
と地産地消の実現
をめざす農林水産
業の振興 

生産基盤の整備事業 
 

・中山間地域総合整備事業 
 

・里地棚田保全整備事業 
 

・経営体育成基盤整備事業 
 
・地域用水環境整備事業 

 
・農業用水再編対策事業 
  
・ため池等整備事業 
  
・かんがい排水事業 
  
 



 - 43 -  

 
 

 
１．目標と基本方針 
 

（１）目標 

琵琶湖と河川、森林、里山、田園が織りなす当地域の豊かな自然環境と美しい景観は、

住民の誇りであると同時に、生活環境を整えていくうえでのかけがえのない地域資源で

す。この地域資源を保全し生かしながら、定住するにふさわしい個性的で魅力ある生活

環境を創造していく必要があります。そこで新市における生活環境分野の目標を次のと

おり設定します。 

 

 

 

 

豊かな自然環境と美しい景観を保全・活用しながら、水と緑、生き物と身近にふれあ

う人と自然とが共生するまちづくりをめざすほか、碧い湖、里山の緑、清い川など当地

域の美しい自然景観と調和した緑豊かでうるおいのある居住環境と上・下水道や公園・

緑地などの生活基盤を備えた快適な住環境づくりをめざします。 

また、地球温暖化など地球環境問題への対応が課題となるなかで、人々の日常生活や

事業活動そのもののあり方を見直し、循環型社会への転換をめざすとともに、すべての

住民が災害や交通事故、犯罪などから守られ、安心して暮らせる安全性の高いまちづく

りをめざします。 

 

（２）基本方針 

 

 

 

 

 

 

豊かな自然環境と美しい景観を活かした 

個性的でうるおいのある循環型定住環境の創造 

①自然と共生する豊かな生活環境づくり 

②快適で総合的な定住環境の整備 

③環境にやさしい循環型社会づくり 
④安全で災害に強い生活環境づくり 

５－４．湖と里山を活かした豊かな環境づくり（生活環境整備計画） 
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２．施策体系 
 基本方針 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
    

・水環境及び森林・里山の保全 
・生き物生息環境の保全 
・自然環境を保全するしくみの整備・充実 
・自然環境保全活動の促進 

・環境学習の場としての活用 
・観光・レクリエーションの場として 
の活用 

・良好な住宅市街地の形成 
・緑豊かな居住環境の整備 
・斎場の整備 

・豊かな自然を活用した公園の整備 
・親水空間の整備 
・身近な公園・緑地の整備 

・上水道の安定供給 
・下水道の整備 

・公共施設等の緑化 
・街並み景観等の保全・創出 

・ごみの減量化と分別収集の推進 
・廃棄物のリユース・リサイクルの 
推進 

・ごみの処理施設の整備 
 

・環境意識の高揚 
・市民の環境関連活動の支援 
・省エネ・省資源の推進と新エネル 
 ギー活用の推進 

・散在性ごみ対策の強化 
・川や湖、里山を美しくする活動の 
促進 

 

・消防・防災体制の強化 
・災害に強いまちづくりの推進 

・犯罪のないまちづくりの推進 
・防犯施設の整備・充実 

自然環境の保全 

豊かな自然の活用 

居住環境の整備 

公園・緑地等の整備 

上水道の安定供給と下水
処理の推進 

うるおいのある環境の 
形成 

ごみ処理・リサイクル等
の推進 

環境に配慮した暮らしの
推進 

環境美化対策の推進 

消防・防災対策の強化 

防犯対策の強化 

自然と共生する豊

かな生活環境づく

り 

快 適 で 総 合 的 な 

定住環境の整備 

環境にやさしい循

環型社会づくり 

安全で災害に強い

生活環境づくり 

交通事故防止対策の推進 ・交通安全施設の整備・充実 
・交通安全活動の推進 

消費者保護の推進 ・啓発・相談体制の充実 

し尿処理の適正化 ・し尿処理施設の整備 
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３．施策 
 

（１）自然と共生する豊かな生活環境づくり 

①自然環境の保全 

ア．水環境及び森林・里山の保全 

・琵琶湖や河川の良好な水質を維持するため、水源となる森林や里山の保全を図

ります。 

   ・内湖や湿地帯など自然が持つ水質浄化システムの保全を図るとともに、可能な

範囲で湿地帯の復元策に努めます。また、農業濁水の流出を防止するなど、環

境に負荷を与えない各産業の取り組みを推進します。 

イ．生き物生息環境の保全 

・森林や里山、琵琶湖や河川、湿地帯等の多様な生き物の生息環境の保全に努め

ます。 

ウ．自然環境を保全するしくみの整備・充実 

・市街地と農村・農地とが調和した土地利用の推進、自然環境保全地域の指定、

環境条例の検討など、自然環境を保全するしくみの整備・充実を図ります。 

エ．自然環境保全活動の促進 

・地域住民が進める自然保護活動、環境学習活動、森林ボランティア活動等の多

様な自然環境保全活動を促進します。 

②豊かな自然の活用 

ア．環境学習の場としての活用 

・当地域の恵まれた豊かな自然環境を守りながら、人と環境との関わりを学習す

る場としての活用を促進します。 

イ．観光・レクリエーションの場としての活用 

・森林や里山、農地などの豊かな自然環境は、格好のエコツーリズム・グリーン

ツーリズムの場としての条件を備えていることから、観光・レクリエーション

の場としての活用も進めます。 

 

（２）快適で総合的な定住環境の整備 

①居住環境の整備 

ア．良好な住宅市街地の形成 

・若者から高齢者まで多様な世代の定住促進を図るため、良好な住宅市街地の形

成を促進します。 

・特に、当地域では、若者定住を促進していくことが大きな課題となっているこ

とから、例えば高度情報通信システム等が整備された、若者にとって魅力的な

住宅市街地の形成に努めます。 

・住宅建設にあたっては、室内環境を良好なものとするため、化学物質を少しで
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も排出を抑制していくよう努めます。 

イ．緑豊かな居住環境の整備 

・住宅市街地は、生け垣協定や緑化協定などの自主的なまちづくりを支援し、緑

豊かでうるおいのある居住環境の整備を図ります。 

  ウ．斎場の整備 

・老朽化する斎場の改修、整備を図ります。 

 

②公園・緑地等の整備 

ア．豊かな自然を活用した公園の整備 

・森林や里山、河川周辺の緑地等の一部を自然と親しめる憩いの空間として位置

づけ、自然を活かした公園整備を推進します。 

イ．親水空間の整備 

・琵琶湖や河川等を子どもをはじめ地域住民の暮らしに身近な自然とするため、

散策したり憩うことのできる親水空間として整備していきます。 

・地域内における湧水の保全と利活用に努めるとともに、里川（身近な河川）の

再生、整備を推進します。 

ウ．身近な公園・緑地の整備 

・市街地内においては、遊び場や児童公園、街区公園、近隣公園、駅前広場、ポ

ケットパーク等の身近な公園・緑地の整備を、計画的に推進します。 

③上水道の安定供給と下水処理の推進 

ア．上水道の安定供給 

・水源の確保を図り、水質管理体制を強化しながら、良質な水の安定供給を図り

ます。 

イ．下水道の整備 

・生活環境の改善と琵琶湖の水質保全を図るため、下水道の早期整備を推進しま

す。 

④うるおいのある環境の形成 

ア．公共施設等の緑化 

・街路の緑化を進めるとともに、各種公的施設の境界部や玄関廻り等を緑や花で

飾り等を施し、うるおいある環境を演出していきます。 

・市民と一体となって花いっぱい運動等を進め、花と緑のまちづくりを推進して

いきます。 

イ．街並み景観等の保全・創出 

・地域固有の歴史文化を象徴する街並みや建築物の保全・修復を図ります。 

・駅前地区や中心市街地、幹線道路沿い等のシンボル的な地区において、美しい

景観の創出に努めます。 
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（３）環境にやさしい循環型社会づくり 

①ごみ処理・リサイクル等の推進 

ア．ごみの減量化と分別収集の推進 

・一般家庭ごみや事業所ごみの減量化に向けて意識啓発を図るとともに、分別収

集を推進します。 

イ．廃棄物のリユース・リサイクルの推進 

・有効活用の可能な廃棄物については、リユースとリサイクルの積極的な推進を

図ります。 

ウ．ごみの処理施設の整備 

・一般廃棄物の適正な処理、処分を行うため中間処理施設や最終処分場の整備に

努めます。 

 ②し尿処理の適正化 

  ア．し尿処理施設の整備 

   ・し尿の適正な処理を図るため、老朽化する施設の整備に努めます。 

③環境に配慮した暮らしの推進 

ア．環境意識の高揚 

・環境の保全や物を大切にする心、環境に配慮した商品の購入、ゴミの減量化、

資源のリユースやリサイクル等に係る住民の環境意識の高揚を図るため、意識

啓発を行います。 

イ．市民の環境関連活動の支援 

・環境美化や水環境保全運動、環境学習等の住民の自主的な環境関連活動の促進

と支援を行うとともに、環境に配慮した暮らし（エコライフ）の推進を図りま

す。 

ウ．省エネ・省資源の推進と新エネルギー活用の推進 

・環境への負荷の少ない社会を目指し、雨水や家庭雑排水等の中水としての再利

用など省エネ・省資源の推進を図るとともに、風力や太陽光・熱、木質バイオ

マス等の新エネルギーの活用についても推進します。 

④環境美化対策の推進 

ア．散在性ごみ対策の強化 

・道路、河川、観光地等の散在性ごみについては、住民や来訪者のマナーの改善

を求めるとともに、対策を強化します。また、不法投棄に対しても監視を強め

ます。 

イ．川や湖、里山を美しくする活動の促進 

・地域住民やボランティア等が進める川や湖、里山等を美しくする活動をより促

進し、支援を図ります。 

 

（４）安全で災害に強い生活環境づくり 
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①消防・防災対策の強化 

ア．消防・防災体制の強化 

・火災や水害、地震等の災害から地域住民の生命と財産を守るため、地域防災計

画を策定し常備消防力や情報伝達・連絡体制の強化、消防団員の確保、消防・

防災設備の充実など消防・防災体制の強化を図ります。 

 

イ．災害に強いまちづくりの推進 

・天井川など水害の恐れのある河川の改修を推進するとともに、土砂流出の恐れ

のある森林の保全など治山・砂防対策を推進します。 

・市街地や集落内等については、防災施設・設備の充実、自主防災組織の充実な

ど防災体制の強化を図ります。 

 ②防犯対策の強化 

ア．犯罪のないまちづくりの推進 

・警察署の協力を得ながら、犯罪のない安心して暮らせるまちづくりを推進し

ます。 

・自主的な防犯組織の充実を図るなど防犯体制についても強化を進めます。 

イ．防犯施設の整備・充実 

 ・犯罪が発生しやすい場所や施設の防犯に留意した施設の整備・充実を図ります。 

③交通事故防止対策の推進 

ア．交通安全施設の整備・充実 

・交通事故のない安心して住める地域にしていくため、交通安全施設の整備・充

実を図ります。 

イ．交通安全活動の推進 

・幼児から高齢者まで段階的かつ体系的な交通安全教育や交通安全活動を推進し

ます。 

④消費者保護の推進 

ア．啓発・相談体制の充実 

 ・安心した消費生活がおくれるよう苦情の多い通信販売、訪問販売等の情報提供

や相談体制の充実を図ります。 
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４．主要事業              
 

項目 主要事業 事業の概要 
自然と共生する
豊かな生活環境
づくり 

自然環境保全事業 ・自然環境保全に係る条例等の制定による 
 検討の推進 
・水草除去 
・池沼の管理 

エコツーリズム・グリ
ーンツーリズム推進
事業 

・地域資源を活用した魅力的なエコツーリ
ズム・グリーンツーリズムの企画開発 

  
快適で総合的な
定住環境の整備 

住宅整備事業 
 
 

・若者や通勤者等の居住施設として駅周辺 
地区等での整備 

・公営住宅の建設 
斎場の整備 ・斎場の改修整備 

公園・緑地整備事業 ・自然を活かした公園・緑地などの整備 
・駅前広場の整備 

上・下水道等整備事業 
 

・上水道、簡易水道の整備 
・公共下水道、農業集落排水処理施設の 
 整備 
・合併処理浄化槽設置補助 
 

うるおい創出事業 ・街並み景観の保全・修景を促進 
 

環境にやさしい
循環型社会づく
り 

ごみ処理施設整備等
事業 
 

・一般廃棄物最終処分場等の整備 
 

ごみの減量化、リユー
ス・リサイクル推進事
業 
 

・地域住民や事業者への意識啓発と減量化
等の積極的な推進 

 

し尿処理の適正化 
 

・し尿処理施設の整備 

環境に配慮した暮ら
しの推進事業 
 

・自主的な環境活動の推進と支援 
・生ごみ処理機設置補助等 

環境美化推進事業 
 

・地域住民やボランティア等による活動の
推進と支援 

安全で災害に強
い生活環境づく
り 

地域防災計画策定事
業 
 

・新市の地域防災計画の策定 
（琵琶湖西岸断層帯から生じる震災対策   
 マニュアル等の作成） 
 

防災行政無線整備事
業 
 

・防災行政無線の整備 
 

消防設備整備事業 
 

・防火水槽等の整備 

地域防犯防災体制充
実事業 
 

・地域住民による自主的組織の充実 
・防災備蓄資材の整備 

交通安全推進事業 
 

・交通安全教室等の実施 



 - 50 -  

【主な県事業】 

項目 主要事業 事業の概要 
自然と共生する
豊かな生活環境
づくり 

自然環境保全事業 ・琵琶湖（湖中）水草除去事業 
  

農業生産基盤整備事

業 
 

・農業用水再編対策事業 

農村整備事業 
 
 

・中山間地域総合整備事業 
・里地棚田保全整備事業 
・地域用水環境整備事業 
 

快適で総合的な
定住環境の整備 
 
 

下水道整備事業 ・流域下水道の整備 
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１．目標と基本方針 

（１）目標 

琵琶湖の北西に位置する当地域は、琵琶湖岸の水辺から、里山、森林までの豊かな自

然環境を今に残しており、地球規模で自然との共生が求められ、自然への回帰志向が高

まる中で、良好な自然環境の中で充実した暮らしを実現できる地域と考えられます。 

一方、当地域は、県下でも最も高齢化率の高い地域であり、高齢者が日々の暮らしを

安心して送ることができる環境を実現していくことが求められるとともに、バランスあ

る人口構成を維持していくために、地域を支える若い世代がここに暮らしたいと感じる

ことのできる、生活環境の充実が強く求められています。そこで新市における都市基盤

分野の目標を次のとおり設定します。 

 

 

 

 

各種施策の推進にあたっては、良好な自然環境に対し、最大限の配慮を行うとともに、

各地域が有する文化、伝統などの個性を大事にした基盤整備を進めていくこととします。 

特に、地域内の各地域を結ぶ各種ネットワークの強化など、ひとつのまちとしての一

体感を創出するとともに、各地区のまちなみ、文化を大切にする市街地整備など、個々

の個性を大切に守ることにより、多様で生き生きとしたまちを創っていくこととします。 

 

（２）基本方針 

 

 

 

 

 

 

良好な自然環境と共生し 多様な暮らしを実現できる 

誰もが心豊かに暮らせる都市基盤づくり 

①地域内の連携と都市間交流を高める交通ネットワークの強化 

②多様な交流と地域産業を支えるみちづくり 

③すべての人にやさしく地域環境と共生するみちづくり 

④自然と共生し各地域の個性を活かした土地利用・都市基盤・市街地整備 

⑤誰もが豊かな生活を実現できる市街地および周辺地域の整備 

⑥地域活性化と生活向上に向けた情報通信基盤の充実 

５－５．地域を支えるしっかりとした基盤づくり（都市基盤整備計画） 
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２．施策体系 
 
基本方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・情報通信基盤の充実 
・地域情報等の収集・提供システムの
構築 

・地域高規格道路の整備促進 
・国道・県道の整備促進 

・地域内道路ネットワークの整備 
 

・ＪＲ湖西線の輸送力強化（再掲） 
・駅前駐車場の整備 

・地域内公共交通ネットワークの強化 
・タウンバス等の充実 

・観光・交流のみちづくり 
・サイクリング道路の整備 
・湖上交通の整備・充実 

・鉄道駅、公共交通機関等のバリアフ 
リー化 

・歩行者にやさしい快適なみちづくり 
・雪に強いみちづくり 

・保全と活用の場の明確化 
・地域特性に応じた土地利用の推進 

・森林の保全・整備と災害の防止 
・環境共生型の河川整備の推進 
・水環境を大切にする下水道の整備 

・地域資源等を活用した魅力的な市街 
地整備 

・住民やＮＰＯ等が主体的に参画する 
市街地整備 

・若者定住を目指した住宅市街地整備 
・通勤条件を満たす住宅市街地整備 
・周辺地域の整備 

・ＪＲ湖西線の輸送力強化 
・琵琶湖環状線の利用の増進 
・琵琶湖若狭湾快速鉄道の整備促進 

鉄道網の整備・充実 

広域道路網の整備・充実 

住民生活の基本となる道
路網の整備 

通勤・通学条件の向上 

一体的な都市としての移
動性の向上 

地域特性を活かした市街
地整備 

自然と共生する基盤の整
備 

自然と調和し地域特性に
応じた土地利用の推進 

地域内の連携と都市
間交流を高める交通
ネットワークの強化 

多様な交流と地域産
業を支えるみちづく
り 

自然と共生し各地域
の個性を活かした土
地利用・都市基盤・
市街地整備 

すべての人にやさし
く地域環境と共生す
るみちづくり 

誰もが豊かな生活を
実現できる市街地及
び周辺地域の整備 

地域活性化と生活向
上に向けた情報通信
基盤の充実 
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３．施策 

 
（１）地域内の連携と都市間交流を高める交通ネットワークの強化 

①鉄道網の整備・充実 

ア．ＪＲ湖西線の輸送力強化 

・京阪神大都市圏との交流を深めるとともに、通勤・通学条件を向上させるため、

ＪＲ湖西線の増便等による輸送力強化の促進に努めます。 

イ．琵琶湖環状線の利用の増進 

・中京圏や湖北地域、北陸方面等との交流・連携を強化するため、琵琶湖環状線

の継続的実行性のある利用促進対策の展開に努め、便数の確保と利用増進に努

めます。 

ウ．琵琶湖若狭湾快速鉄道の整備促進 

・若狭方面との連結を強化し、当地域の交通結節点としての地位を確保するため、 

琵琶湖若狭湾快速鉄道の早期整備の促進に努めます。 

②広域道路網の整備・充実 

ア．地域高規格道路の整備促進 

・地域高規格道路として計画路線に指定されています琵琶湖西縦貫道路の早期整

備の促進に努めます。 

イ．国道・県道の整備促進 

・国道の整備促進に努めます。 

・国道１６１号の機能強化とバイパスの早期整備・４車線化 

・国道３０３号、３６７号の改良整備事業 

  ・県道の整備促進に努めます。   

③住民生活の基本となる道路網の整備 

ア．地域内道路ネットワークの整備 

・地域内幹線道路については、地域内の骨格的な道路ネットワークを形成する上

で必要性の高いものから整備を進めていきます。 

④通勤・通学条件の向上 

ア．ＪＲ湖西線の輸送力強化（再掲） 

・京阪神大都市圏への通勤・通学条件を向上させるため、ＪＲ湖西線の増便等に

よる輸送力強化の促進に努めます。 

イ．駅前駐車場の整備 

・地域内から京阪神大都市圏等に通勤・通学する人々の利便性を高めるため、各

駅前地区において駅前駐車場の整備に努めます。 

⑤一体的な都市としての移動性の向上 

ア．地域内公共交通ネットワークの強化 

・鉄道とバスとの有効的な連結、地域内バス交通ネットワークの充実等により、



 - 54 -  

地域内公共交通のネットワークの強化が図れるよう、関係機関に働きかけます。 

  イ．タウンバス等の充実 

   ・各市街地内と周辺地域とを結ぶタウンバスやコミュニティバス等の充実を図り

ます。 

 

（２）多様な交流と地域産業を支えるみちづくり 

ア．観光・交流のみちづくり 

・湖周道路を桜並木等で結んで、統一的な一大景観を創出し、地域イメージと魅

力の向上を図ります。 

・琵琶湖岸や河川沿い、里山、森林、地域内の観光・交流拠点等を結ぶ道路ネッ

トワークの整備を計画的に推進します。 

・主要な観光・交流ルートとしてふさわしい条件を持つ道路については、道路景

観の形成や沿道における交流・休憩拠点施設の整備を推進します。 

イ．サイクリング道路の整備 

・観光・交流拠点等を結ぶサイクリング道路の整備を推進します。 

ウ．湖上交通の整備・充実 

  ・湖上交通の整備・充実を関係機関に働きかけます。 

 

（３）すべての人にやさしく地域環境と共生するみちづくり 

ア．鉄道駅、公共交通機関等のバリアフリー化 

   ・ＪＲ湖西線の各駅舎及びその周辺の道路等については、重点的にバリアフリー

化を進めます。特に、駅舎については、エレベーター等の設置を促進していき 

ます。 

   ・地域内の主要な公共交通機関である生活路線バスについては、低床バスの導入

等を積極的に進めていきます。 

イ．歩行者にやさしい快適なみちづくり 

  ・地域内の道路については、必要な箇所に歩道を設置し、段差の解消等により高

齢者や交通弱者にやさしいみちづくりを進めます。 

   ・街路樹を計画的に整備し、歩行者にとって快適な道路環境の創出に努めます。 

ウ．雪に強いみちづくり 

・当地域は冬季の積雪量が多いことから、除雪の強化や融雪装置の整備など、雪

に強いみちづくりを推進します。 

 

（４）自然と共生し各地域の個性を活かした土地利用・都市基盤・市街地整備 

①自然と調和し地域特性に応じた土地利用の推進   

ア．保全と活用の場の明確化 

   ・都市計画法や農地法、森林法等の各種法制度の適切な運用により、自然環境を
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保全する区域と市街化や地域活性化等に活用する区域の整備を図ります。 

   ・必要に応じて、土地利用の規制と誘導を図っていくための条例の制定等につい

て努めます。 

イ．地域特性に応じた土地利用の推進 

   ・各地域の特性に応じて、市街地や農地・林地、観光・交流地区、企業誘致地区

等の計画的な土地利用の推進を図ります。 

   ・新たな幹線道路の整備や拠点施設整備に対応して、自然環境や既存集落等との

調和に配慮しつつ、整備を検討します。 

②自然と共生する基盤の整備 

ア．森林の保全・整備と土砂災害の防止 

・地域に展開する豊かな環境を有する森林は、その景観と自然循環機能を損なわ

ないようにしつつ、また、その一部に自然公園等の整備を行い、交流や環境学

習の場としても活用します。 

   ・土砂災害の未然防止を図るため、土砂流出防止のため堰堤等の整備を進めると

ともに、管理の強化を進めます。 

イ．環境共生型の河川整備の推進 

   ・地域内の主要河川については、治水安全度の向上を図るとともに、豊かな自然

に恵まれた河川環境の保全・再生のための多自然型工法や住民の憩いの場や学

習の場として水辺空間の整備等を推進します。また、地域住民や関係機関との

連携を図り、適正な管理により良好な河川環境の保全強化を図ります。 

ウ．水環境を大切にする下水道の整備 

   ・当地域は、琵琶湖の源流域に位置することから、琵琶湖の汚染防止に特別の配

慮を行うこととし、水質に負荷を与えないための下水道の早期整備を推進しま

す。 

③地域特性を活かした市街地整備 

ア．地域資源等を活用した魅力的な市街地整備 

  ・各地域の歴史的・文化的資源等を活用して、特色があり魅力的な市街地の整備

を推進します。          

   ・特に、各地域の中心市街地については、それぞれの地域内にある各種資源を有

効に活用して、特色と魅力のある市街地の形成に努めます。 

イ．住民やＮＰＯ等が主体的に参画する市街地整備 

   ・市街地の整備等については、地域住民が協調性を持ち積極的に推進していくこ

とが望まれることから、地域住民やＮＰＯ等の市民組織の主体的な参画を促進

します。 

  ・地域住民と行政や商工会等の関係機関との協働（パートナーシップ）による市

街地整備を推進します。 
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（５）誰もが豊かな生活を実現できる市街地および周辺地域の整備  

ア．若者定住を目指した住宅市街地整備 

・地域内から若者の流出を防止するため、若者が魅力を感じる定住条件を探り、

その条件にあった住宅市街地の整備に努めます。整備にあたり、高度情報通信

システムの導入等についても推進していきます。 

イ．通勤条件を満たす住宅市街地整備 

・若者に限らず地域内から大都市圏等に通勤する人々が、通勤条件を満たすこと

を基本とした住宅市街地の整備を進め、地域定住に向けた取り組みを積極的に

推進します。特に、各ＪＲ駅周辺地区については、通勤の便利さを売り物にで

きるため、積極的な対応を図ります。 

ウ．周辺地域の整備 

   ・条件不利地域での暮らしを支える居住環境の整備が必要であり、それぞれの条

件や特性に応じた市街地や集落環境の整備を推進します。 

   ・特に、田園環境の中での生活を希望する若者にも対応できるよう、高度情報通

信システムの整備等を推進します。 

 

（６）地域活性化と生活向上に向けた情報通信基盤の充実 

ア．情報通信基盤の充実 

   ・高速情報通信網の整備を進め、各家庭に至るネットワークの充実に努めます。 

イ．地域情報等の収集・提供システムの構築 

   ・高速情報通信網を有効に活用して、地域の活性化や豊かな市民生活を実現する

ため必要な地域情報等を収集し提供するシステムの構築を図っていくよう努め

ます。 
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４．主要事業             
 

項目 主要事業 事業の概要 
地域内の連携と都
市間交流を高める
交通ネットワーク
の強化 

鉄道網整備促進事業 
 
 

・ＪＲ湖西線の便数増加等による輸送 
力の強化 

・琵琶湖環状線の整備、利用促進事業
の展開 

・鉄道新線である琵琶湖若狭湾快速鉄 
道の整備促進 

 
広域道路網の整備促進 
 

・国道・県道の整備促進 

幹線・地域内道路網整備
事業 
 

・幹線道路の整備 
・地域内道路ネットワークの整備 

地域内公共交通網整備事
業 

・タウンバス等の充実強化 
 

多様な交流と地域
産業を支えるみち
づくり 

湖周道路景観形成事業 ・湖周道路の桜並木化の継続的な実施 
 
 

観光・文化みちづくり事
業 
 

・サイクリング道路等の交流施設の整 
 備 

すべての人にやさ
しく地域環境と共
生するみちづくり 
 
 
 

鉄道駅舎等のバリアフリ
ー化事業 
 

・ＪＲ湖西線の鉄道駅舎及び駅周辺 
地域のバリアフリー化の推進 

歩行者にやさしいみちづ
くり事業 
 

・歩道等の整備 

雪に強いみちづくり事業 ・消雪施設整備等 
 

自然と共生し各地
域の個性を活かし
た土地利用・都市基
盤・市街地整備 

土地利用総合計画策定事
業 
 
 

・地域内の土地利用に関する総合的な
計画の策定 

 
 

自然共生型基盤整備事業 
 
 
 

・環境共生型の河川整備 
・交流と環境学習の場の整備 

 

街なみ環境整備事業 
 

・地域の特性を活かした街なみの整備 
 

誰もが豊かな生活
を実現できる市街
地および周辺地域
の整備 

住宅市街地整備事業 
 
 

・若者定住や通勤者定住用の住宅市街 
地の整備 

 

地域活性化と生活
向上に向けた情報
通信基盤の充実 
 

情報通信基盤整備事業 ・情報基盤の整備とネットワークシス
テムの構築 

地域情報収集活用事業 ・地域情報を収集・活用するシステム
の構築 
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【主な県事業】 

項目 主要事業 事業の概要 
地域内の連携と都
市間交流を高める
交通ネットワーク
の強化 

広域道路の整備 
 

・道路改築事業 
 
 

すべての人にやさ
しく地域環境と共
生するみちづくり 
 

雪に強いみちづくり事業 
 
 

・道路防雪事業 
  

歩行者にやさしいみちづ
くり事業 

・道路交通安全事業 
 
 

農村整備事業 
 

・中山間地域総合整備事業 

自然と共生し各地
域の個性を活かし
た土地利用・都市基
盤・市街地整備 
 

自然共生型基盤整備事業 
 

・河川改修事業 
  
・砂防事業 
  
・急傾斜地崩壊対策事業 
 
・治山事業 
 
・北川治水ダム建設事業 
 
・保安林整備事業 
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 公共的施設の統合整備については、地域の特性や地域間のバランス、既存施設の有効

活用、住民サービスの低下の防止を基本的な視点とし、住民生活に急激な変化を及ぼさ

ないよう十分配慮し財政事情等も考慮しながら逐次検討し、整備していくこととします。 

各町に整備されている施設で機能的に重複していたり類似のものについては、統合と

機能分担、民間委託などの管理運営方法等を検討し有効に活用していくこととします。 

新市の事務所および支所の整備については、最小限の経費により対応することとし、

従来の住民サービス機能が低下しないよう十分配慮し、全市的な情報通信システムの統

合整備において新市事務所とともにネットワーク拠点として機能するようにしていきま

す。また庁舎内に余裕スペースが生じる場合は、地域の活性化や市民活動に資するよう

有効に活用していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第６章 公共的施設の統合整備 
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１．前提条件 

 財政計画は、合併後の平成１６年度から令和６年度までの２１年間について、歳入・

歳出の各項目ごとに過去の実績等を踏まえ、合併による歳出の削減効果・市民負担の軽

減・サービス水準の向上等を反映し、普通会計（公営事業会計以外の会計をまとめたも

の）ベースで作成しました。なお、歳入・歳出の主な前提条件は次のとおりです。 

 

（１）歳入 

 

①地方税 

地方税については、これまでの状況を踏まえ、現行税制度を基本として算定して

います。 

 

②地方交付税 

普通交付税については、国の構造改革による影響額を勘案したうえで、普通交付

税の算定の特例（合併算定替）により算定し、合併に係る交付税措置を見込んでい

ます。 

 

③分担金及び負担金 

分担金及び負担金については、これまでの状況を踏まえ算定しています。 

 

④国庫支出金・県支出金 

国庫支出金・県支出金については、これまでの状況や合併に係る財政支援を含め

て算定しています。 

 

⑤繰入金 

繰入金については、年度間の財源を調整するため、各種基金を効率的に活用して

いく方針により見込んでいます。 

 

⑥地方債 

地方債については、新市建設計画における主要事業の実施に伴う合併特例債・通

常債の活用を含めて算定しています。 

    なお、合併特例債は、合併後の速やかな一体性の確保のための公共施設の整備事

業などに発行することとし、発行額は、約３３０億円を見込んでいます。 

 

第７章 財政計画 
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（２）歳出 

 

①人件費 

人件費については、合併後退職者の補充を抑制することによる一般職職員の削減、

合併による特別職職員の減少を見込み算定しています。 

なお、新市において策定される定員適正化計画により本経費の変動が見込まれま

すが、新しい行政ニーズに対応でき、合併効果を生み出せるよう定員管理の適正化

を積極的に推進していきます。 

 

②物件費 

物件費については、これまでの状況をもとに、合併による事務経費の削減効果や

新市建設計画における主要事業等を勘案し算定しています。 

 

③扶助費 

扶助費については、これまでの状況をもとに、合併によるサービス水準の向上に

よる影響を見込み算定しています。 

 

④補助費等 

補助費等については、これまでの状況をもとに、合併によるサービス水準の向上

による影響や各種団体の統合による運営の効率化による影響等を含め算定していま

す。 

 

⑤公債費 

公債費については、平成１５年度までの地方債に係る償還予定額に、平成１６年

度以降における新市建設計画の主要事業等に伴う新たな地方債に係る償還額を見込

み算定しています。 

 

⑥積立金 

合併特例債を活用した基金への積立を見込み算定しています。 

 

⑦繰出金 

     繰出金については、他会計への繰出金の推移を見込み算定しています。 

 

⑧普通建設事業費 

     普通建設事業費については、新市建設計画における主要事業およびその他の普通

建設事業を見込み算定しています。 
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用語の説明 

 
【あ行】 
・アイデンティティ   独自性、主体性 

 

・アメニティ      環境の快適性、魅力ある環境を意味する。 

            心地よさや快適さのこと。また、快適な環境を表す概念をい 

            う。 

 

・インフラ       インフラストラクチャーの略、都市の基盤を形成する道路、 

            鉄道、上下水道、電気、通信などの施設。 

 

・エコツーリズム    自然環境を保護するとともに、地域住民の伝統的な生活様式 

含めた地域生態系を破壊せずに観察し、体験することを目的 

とする観光の考え方とその旅行をいう。 

 

・エコライフ      環境への負荷の少ない生活。限りある資源の有効利用やごみ 

の減量化、再資源化等に努める生活。 

 

・NPO         Non Profit Organization の略語。民間非営利組織。 

            利潤追求や利益配分を行わず、自主的・自発的に活動する 

            営利を目的としない組織・団体の総称 

 

【か行】 

・グローバル化     グローバリゼーション：世界的規模にひろがること。 

            政治、経済、文化などが国境を越えて地球規模で拡大するこ 

とをいう。 

 

・グリーンツーリズム  都市住民が農山村において、自然・文化・人々との交流等を 

楽しむ滞在型の余暇活動。 

 

・グループホーム    知的障害のある人や痴呆性老人等が世話をする人とともに暮 

らす住宅で、地域の中で暮らすことを目指すもの。 

 

・ケアシステム     世話・保護・介護・看護など医療的、心理的援助を含むサー 

ビス体系 
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・交流産業       豊かな自然環境や農林水産業、農山村文化等を求めて訪れる 

都市住民との相互対流を通して集客を図り、新たな価値観を 

生む経済活動を展開する産業の総称。 

 

・コ・ジェネレーションシステム 

            石油やガスなどの化石燃料を利用して、電力と熱を同時に供 

給する新しいエネルギーシステム。 

具体的にはエンジンなどの原動力による発電と原動機からで 

る排熱を給湯や冷暖房などに有効利用し、電力消費やボイラ 

ーの燃料費用を大幅に低減することを目的とする。 

 

・コーディネーター   物事の調整役、まとめ役 

 

・コミュニティ     地域社会、共同生活体ともいい、生活の場で、住民の自主性 

と責任に基づいて、多様化する各種の住民要求と創意を実現 

する集団のこと。 

 

【さ行】 
・食育         消費者が望ましい食習慣の実現および食の安全について、自 

ら考えることを促進するとともに、子供の頃から「食」の安 

全、「食」の選び方や組み合わせ方などを教え、「食」につい 

ての関心を持ち、自ら考えとを身につけさせる取り組み。 

 

・新エネルギー     風力、太陽光、太陽熱などを活用した自然でクリーンなエネ 

ルギー。 

 

・新市建設計画     市町村の合併に際し、新市の将来のビジョン・まちづくりの 

方向性を示すものであり、新市のマスタープランとしての役 

割を果たすものである。計画に盛込むべき内容としては、建 

設の基本方針、合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関 

する事項、公共的施設の統合整備に関する事項、財政計画が 

合併特例法に位置付けられている。 

 

・スケールメリット   規模を大きくすることで得られる利益。 

 

・スロー・フード    地域の伝統的な食材や料理を守り、家族などとゆっくりと食 

事を楽しみ、ゆとりのある暮らしをすることを目指して提唱 
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された南イタリアの生活様式に基づくもの。ファストフード 

に対比されるもの。 

            〔３つの指針〕 

            ・消えていく恐れのある伝統的な食材や料理を大切にする。 

            ・質の良い素材を生かした小さな生産者を守る。 

            ・子供たちを含めた消費者全体に味の良さを伝える。 

            スローは自然を表し、対義語であるスピードを否定するもの 

ではなく、共存するという意。 

 

・ゾーニング      都市計画や建築プランなどで空間を用途などに分けて配置す 

ること。 

 

【た行】 

・第二創業       企業が抜本的な事業転換をして、あたかも創業時のような事 

業推進を図ることを象徴的に表す用語。 

 

・第６次産業      地域における第１次産業、第２次産業、第３次産業をそれぞ 

れに進行させるだけではなく、各産業分野の資源を複合化す 

ること。例えば、農業（一次産業）なら作物の生産だけでな 

く、加工（二次産業）、販売（三次産業）まで一体的に取組む 

こと。 

 

・都市基盤       都市機能を支え、健全な都市活動をしていくために必要な社 

会資本のこと。 

道路・鉄道、公園・緑地、上下水道など。 

 

・TMO         Town Management Organization の略語。商店街、行政、 

市民、事業者等の地域構成するさまざまな団体が参加し、広 

範な問題を内包する街の運営を横断的に調整、プロデュース 

し、中心市街地の活性化と維持に主体的に取り組む機関。 

 

・地域リハビリテーション 

            障害のある人々や高齢者及びその家族が住み慣れたところで、 

そこに住む人々とともに、一生安全に、いきいきとした生活 

が送れるよう、医療や保健、福祉及び生活にかかわるあらゆ 

る人々や機関・組織がリハビリデーションの立場から協力し 

合って行う活動の全てをいう。 
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【は行】 

・バイオマス      生物体を構成する有機物のこと。バイオマスエネルギーは、 

それを利用するエネルギーをさす。石炭や石油などの化石資 

源とは異なり、それを燃焼させても大気中の二酸化炭素のバ 

ランスを崩さない。つまり、環境にやさしいエネルギーであ 

る。 

・パートナーシップ   （住民と行政がともに）協力しあうこと。 

            協働。同じ目的のために、協力して働くこと。 
 
・琵琶湖西縦貫道路   一般国道等の中でも規格の高い道路に整備することが望まし 

い「地域高規格道路」として平成６年１２月に国の路線指定 

を受けた道路で、木之本町木之本の北陸自動車道から国道８ 

号、３０３号、１６１号により大津市横木一丁目の名神高速 

道路を結ぶ延長約８０ｋｍの道路である。国道１６１号にお 

いては平成７年４月にマキノ町～今津町、志賀町～大津市の 

間が整備区間に指定され、各バイパス等の整備計画に基づき 

順次整備が進められている。 
 
・ファンド       基金、基金投資信託、投資信託、年金基金などの運用財産。 
 
・プロデューサー    小説・映画・演劇などの筋、筋書きの製作者。統括的な演出 

者。 
 
【ま行】 
・マンパワー      人的な資源、人間の労働力、人力。 
 
【や行】 
・ユニバーサルデザイン 誰もが利用しやすいデザインを最初から取り入れておこうと 

するもので、都市施設や建築物だけでなく、容器や文房具等 

の日常品等のデザインも含まれる。 
 

【ら行】 

・リサイクル      再生利用。 

 

・リスクマネジメント  「リスクの把握」「リスクの分析」「リスクの対応」「対応の評 

価」という一連のプロセスで行われる。 

医療における目的は、事故防止活動などを通して、組織の損 

失を最小に抑え、医療の質を保証すること。 

 

・リユース       再使用。 


